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三
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タ
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ォ
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ム
事
業
者
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法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任

長
谷
川
　
　
貞
　
　
之

一
　
問
題
の
所
在

二
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
今
日
的
意
義

　
１

　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
意
味
と
概
念
の
多
義
性

　
２

　
取
引
の
「
場
」
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）

　
３

　
Ｐ
Ｆ
出
現
の
背
景
に
あ
る
も
の

三
　
Ｐ
Ｆ
取
引
が
作
り
出
す
多
面
的
双
方
向
市
場
と
契
約
関
係

　
１

　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
形
態

　
２

　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係

　
　
⑴

　
当
事
者
間
の
契
約
関
係

　
　
⑵

　
Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
契
約
の
特
徴

論
　
説

）
三
三
四
（
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三
一
二

　
３

　
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
の
多
面
的
契
約
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

　
４

　
Ｐ
Ｆ
取
引
と
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
収
集
・
利
用

四
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制
と
評
価

　
１

　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯

　
２

　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制

　
　
⑴

　
規
制
の
目
的

　
　
⑵

　
規
制
の
内
容

　
３

　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
評
価

五
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任

　
１

　
単
な
る
場
貸
し
か
ら
の
脱
却

　
２

　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位

　
３

　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

　
　
⑴

　
多
角
の
視
点
と
同
意
理
論

　
　
⑵

　
同
意
理
論
に
よ
る
契
約
関
係
の
規
律

　
　
⑶

　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

　
４

　
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

六
　
今
後
の
課
題
と
展
望

─
結
び
に
代
え
て

）
三
三
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
三

一
　
問
題
の
所
在

近
年
の
情
報
技
術
（Inform

ation T
echnology

：IT

）
の
発
達
は
著
し
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
急
速
に
広

ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
開
設
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
で
の
取
引
で
あ
り

（
１
）

、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（P

latform

）
を
介
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
）
の
展
開
で
あ
る

（
２
）

。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
デ
ジ

タ
ル
化
さ
れ
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
取
引
の
場
で
あ
り
、「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」（D

igital P
latform

: 

以
下
、

単
に
「
Ｐ
Ｆ
」
と
い
う
）
と
呼
ば
れ
る

（
３
）

。
今
日
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
産
業
は
、
自
ら
が
開
設
し
た
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
者
と
そ
れ
ら
を
購
入
す
る
者
を
結
び
つ
け
、
利
用
者
間
の
取
引
を
促
進
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の

事
業
形
態
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
（P

latform
er

）
と
呼
ば
れ
、
日
々
、
そ
の
存
在
感
を
高
め
て
い
る

（
４
）

。
こ
の
う
ち
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
と

呼
ば
れ
る
米
国
企
業
の
四
社
（G

oogle, A
pple, F

acebook, A
m

azon

）
や
Ｂ
Ａ
Ｔ
と
呼
ば
れ
る
中
国
企
業
の
一
群
（B

aidu,A
libaba,T

encent

な
ど
）
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
と
く
に
注
目
を
集
め
る
存
在
で
あ
る

（
５
）

。

今
日
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
で
は
、
Ｐ
Ｆ
の
仕
組
み
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
事
業
の
成
功
は
な
い
と
い
わ
れ
る
が

（
６
）

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

普
及
に
よ
り
経
済
や
社
会
全
体
の
隅
々
に
至
る
ま
で
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
社
会
変
革
が
進
ん
で
い
る

（
７
）

。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行

わ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
産
業
構
造
を
転
換
す
る
契
機
を
有
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
れ
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
革
命
」
と
呼

ぶ
者
も
い
る

（
９
）

。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
、
新
た
な
逆
風
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
通

販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
運
営
を
め
ぐ
り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示

）
三
三
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
三

一
　
問
題
の
所
在

近
年
の
情
報
技
術
（Inform

ation T
echnology

：IT

）
の
発
達
は
著
し
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
急
速
に
広

ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
開
設
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
で
の
取
引
で
あ
り

（
１
）

、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（P

latform

）
を
介
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
）
の
展
開
で
あ
る

（
２
）

。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
デ
ジ

タ
ル
化
さ
れ
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
取
引
の
場
で
あ
り
、「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」（D

igital P
latform

: 

以
下
、

単
に
「
Ｐ
Ｆ
」
と
い
う
）
と
呼
ば
れ
る

（
３
）

。
今
日
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
産
業
は
、
自
ら
が
開
設
し
た
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
、
各
種
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
者
と
そ
れ
ら
を
購
入
す
る
者
を
結
び
つ
け
、
利
用
者
間
の
取
引
を
促
進
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の

事
業
形
態
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
（P

latform
er

）
と
呼
ば
れ
、
日
々
、
そ
の
存
在
感
を
高
め
て
い
る

（
４
）

。
こ
の
う
ち
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
と

呼
ば
れ
る
米
国
企
業
の
四
社
（G

oogle, A
pple, F

acebook, A
m

azon

）
や
Ｂ
Ａ
Ｔ
と
呼
ば
れ
る
中
国
企
業
の
一
群
（B

aidu,A
libaba,T

encent

な
ど
）
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
と
く
に
注
目
を
集
め
る
存
在
で
あ
る

（
５
）

。

今
日
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
で
は
、
Ｐ
Ｆ
の
仕
組
み
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
事
業
の
成
功
は
な
い
と
い
わ
れ
る
が

（
６
）

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

普
及
に
よ
り
経
済
や
社
会
全
体
の
隅
々
に
至
る
ま
で
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
社
会
変
革
が
進
ん
で
い
る

（
７
）

。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行

わ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
産
業
構
造
を
転
換
す
る
契
機
を
有
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
れ
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
革
命
」
と
呼

ぶ
者
も
い
る

（
９
）

。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
、
新
た
な
逆
風
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
通

販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
運
営
を
め
ぐ
り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示

）
三
三
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
一
四

の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済
シ
ス
テ
ム
導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の

Ｐ
Ｆ
の
利
用
制
限
、
顧
客
情
報
・
デ
ー
タ
の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
や
課
題
が
浮
上
し
て
い
る

（
10
）

。

Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
紛
争
は
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
消
費
者
で
あ
り
、
消
費
者
紛
争
の
性
格
を
有
す
る
が
、
対
面
で
は
な
く

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
取
引
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
所
在
の
地
理
的
な
広
が
り
と
そ
れ
に
伴
う
渉
外
的
紛
争
の
増
加
、
匿
名
性
の
増
大

に
伴
う
紛
争
当
事
者
の
特
定
困
難
性
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る

（
11
）

。
人
は
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
収
益
優
先
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
り
、

ま
た
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
を
通
じ
て
、
誘
導
や
操
作
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
は
、
誹
謗
中
傷
や

偽
情
報
の
氾
濫
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
て
い
る

（
12
）

。
民
主
的
な
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
は
、
も
は
や
自
主
規
制
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
法

律
に
よ
る
規
制
や
制
度
も
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
13
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
で
は
、
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
取
引
の
透
明
性
と
公
正
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
取
引
条
件
な
ど
の

情
報
の
開
示
、
Ｐ
Ｆ
の
運
営
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
、
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
報
告
と
評
価
、
お
よ
び
評
価
結
果
の
公
表
な
ど
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
七
日
、
全
四
章
二
五
か
条
か
ら
な
る
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
、
同
年
六
月
三
日
に
公
布

さ
れ
た
（
令
和
二
年
法
律
第
三
八
号
。
令
和
三
年
二
月
一
一
日
施
行
。
以
下
、「
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
」
と
い
う

（
14
））。

こ
の
ほ
か
に
も
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を

め
ぐ
る
法
改
正
は
個
人
情
報
保
護
法
や
電
気
通
信
事
業
法
な
ど
に
も
及
び
、
公
正
取
引
員
会
に
よ
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
や
消
費
者

庁
に
よ
る
論
点
整
理
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多

面
性
市
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｐ
Ｆ
の
種
類
を
契
約
法
の
観
点
か
ら
整
理
・
分
類
し
た
う
え
で
、
Ｐ
Ｆ
の
構
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に

）
三
三
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
五

し
、
Ｐ
Ｆ
の
契
約
関
係
を
分
析
し
た

（
16
）

。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
や

法
的
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
で
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

（
17
）

。
こ
れ
ら
は
Ｐ
Ｆ
が
提
起

す
る
問
題
に
つ
い
て
の
序
論
的
な
考
察
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
論
稿
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
前
稿
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
多
角
の
視
点
か
ら
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
を
あ
ら

た
め
て
検
討
し
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
単
な
る
Ｐ
Ｆ
と
い
う
場
貸
し
の
業
者
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
ま
た
、

出
品
者
や
消
費
者
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
を
負
う
の
か
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
で

は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
当
事
者
が
自
己
の
利
益
を
実
現
す

る
た
め
に
相
手
方
と
個
別
に
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
の
契
約
関
係
に
な
い
当
事

者
間
に
も
経
済
的
目
的
が
達
成
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
契
約
法
の
基
礎
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
基
本
的
規
律
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
多
角
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す

る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
今
日
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
（
二
）、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
が
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
徴
を
有
す
る
多
面
的
な
双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
三
）。
次
に
、
近
時
、
国
会
で
制
定
さ
れ
た

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
意
義
と
内
容
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
な
ど
を
検
討
す
る
（
四
）。
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て

取
引
条
件
の
開
示
な
ど
を
伴
う
が
、
直
接
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
正
取
引
員
会
の
監
視
の
下

で
の
公
法
的
側
面
か
ら
の
規
制
で
あ
る
。
契
約
上
の
法
律
関
係
や
そ
れ
を
前
提
と
し
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
当

）
三
三
四
（
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し
、
Ｐ
Ｆ
の
契
約
関
係
を
分
析
し
た

（
16
）

。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
や

法
的
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
で
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

（
17
）

。
こ
れ
ら
は
Ｐ
Ｆ
が
提
起

す
る
問
題
に
つ
い
て
の
序
論
的
な
考
察
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
論
稿
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
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稿
を
踏
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え
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が
ら
、
多
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視
点
か
ら
Ｐ
Ｆ
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さ
れ
た
取
引
市
場
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
事
業
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法
的
地
位
を
あ
ら
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検
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し
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従
来
の
伝
統
的
契
約
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に
よ
っ
て
は
捉
え
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い
Ｐ
Ｆ
事
業
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契
約
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の
責
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る
も
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あ
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Ｆ
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Ｆ
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Ｐ
Ｆ
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Ｆ
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損
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ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
を
負
う
の
か
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
で

は
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す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
当
事
者
が
自
己
の
利
益
を
実
現
す

る
た
め
に
相
手
方
と
個
別
に
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
ら
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数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
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と
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よ
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、
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当
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問
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三
一
六

事
者
間
の
規
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
多
面
性
と
い
う
特
徴
に

鑑
み
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
の
私
法
上
の
規
律
や
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
政
府
が
大
枠
を
示
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
自
律
的
に
取
引
環
境
の

改
善
に
取
り
組
ん
で
行
く
形
で
の
ル
ー
ル
の
整
備
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
本
稿
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
が
多
面
的
な
契
約
の
性
質
を
も
つ
双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
法
的
地
位
を
契
約
法
的
側
面
か
ら
分
析
し
、
多
角
の
視
点
と
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
か
ら
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
明
ら
か

に
す
る
（
五
）。
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
の
構
造
や
機
能
、
Ｐ
Ｆ
の
取
引
シ
ス
テ
ム
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用

者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、

具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
か
ら
退
出
さ
せ
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る

（
18
）

。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
を
、
従
来
の
合
意
中
心
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
導
く
の
が
可
能
か
ど
う
か
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
は
、
当
事
者
間
に
契
約
上
の
債
権
債
務
を
発
生
さ
せ
る
に
は
合
意
を
要
す
る
と
し
、
契

約
に
お
け
る
個
々
人
の
意
思
を
重
視
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る

（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
、
取
引
の
中
に
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
利
用
者
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
・
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
）
と
の
利
用

契
約
、
お
よ
び
、
提
供
者
・
購
入
者
間
の
売
買
な
ど
の
契
約
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数
人
の
当
事
者
間
で
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約
を
個
別
に
締
結
し
、

こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
に
契
約
関
係
に
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
一
つ
の
社
会
的
・
経
済
的
目
的
を

達
成
し
よ
う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
に
あ
っ
て
は
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
々
の
契
約
に
分
解
し
、
個
別
契
約

の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
多
角
の
視
点
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉

）
三
三
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
七

え
る
考
え
方
へ
と
意
識
を
転
換
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

（
20
）

。
こ
れ
が
、
多
角
の
視
点
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従

来
の
伝
統
的
契
約
理
論
が
説
く
意
思
中
心
の
合
意
主
義
的
な
考
え
方
と
は
そ
の
発
想
が
大
き
く
異
な
り
、「
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
」
を
促
す
契
機
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
は
多
角
の
視
点
を
要
す
る
多
数
当
事
者
の
法
律
関
係
が
一
つ
の

特
徴
と
な
っ
て
お
り

（
21
）

、
こ
れ
に
基
礎
を
置
く
同
意
理
論
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
契
約
上
の
責
任
を
考
え
る
際
の
理
論
的

根
拠
と
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
は
、
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
取
引
法
の
世
界
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
今
後
の
課

題
と
展
開
を
述
べ
て
い
る
（
六
）。
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
議
論
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と

契
約
上
の
責
任
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
多
角
の
視
点
か
ら
新
た
な
理
論
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
今
日
的
意
義

１
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
意
味
と
概
念
の
多
義
性

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
、
今
日
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
者
と
利
用
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
際
の
共
通
基
盤
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
各
様
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
明
確
な
定
義
が
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
（
22
）

。
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
も
と
で
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
日
常
用
語
と
し
て
は
、
駅
の
ホ
ー
ム
を
指
す
言
葉
（
乗
客
が
乗
り
降
り
す
る
一
段
高
く
な
っ
た
場
所
）
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
こ
か
ら
転
じ
て
、
多
様
な
製
品
の
共
通
部
分
、
あ
る
い
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
サ
ー
ビ
ス
の
土
台
と
な
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
・
サ

）
三
三
四
（
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三
一
八

イ
ト
を
示
す
概
念
と
し
て
、
広
く
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
産
業
界
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
23
）

。
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の

制
定
後
は
、
Ｐ
Ｆ
の
概
念
を
同
法
二
条
一
項
で
定
義
さ
れ
た
も
の
と
同
義
で
用
い
る
も
の
が
比
較
的
多
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
取
引
な
い
し
情
報
交
換
の
場
を
提
供
す
る
役
務
で
あ
っ
て
、
多
面
性
市
場

（
異
な
る
利
用
者
を
つ
な
ぐ
）
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
（
利
用
者
の
増
加
に
伴
い
価
値
を
高
め
る
）
と
い
っ
た
特
徴
を
有
す
る
も
の
を
い
う

と
し
て
い
る

（
24
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｐ
Ｆ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
律
学
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
商
品
役

務
を
提
供
す
る
性
質
（
市
場
の
多
面
性
）
と
、
あ
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
増
加
が
別
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
便
益
を
増
加
さ
せ
る
効
果
（
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
後
者
は
ロ
ッ
ク
イ
ン
（
囲
い
込
み
）
の
誘
引
と
な
っ
て
利
用
者

の
選
択
肢
を
限
定
す
る
結
果
（
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）
を
も
た
ら
す

（
25
）

。
こ
こ
で
は
、
Ｐ
Ｆ
を
最
大
公
約
数
的
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て

提
供
さ
れ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
提
供
な
い
し
交
換
の
「
場
」
と
定
義
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い

（
26
）

。

２
　
取
引
の
「
場
」
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）

Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
様
々
な
財
が
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
人
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
に
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
意
義
と
し
て
は
、
第
一
に
、

Ｐ
Ｆ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
市
場
へ
の
参
入
が
容
易
に
な
る
と
と
も
に
、
多
く
の
利
用
者
が
見
込
め
る
こ
と
、
第
二
に
、
Ｐ
Ｆ
が
情
報

や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
利
用
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
、
提
供
者
・
利
用
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
九

通
常
、
企
業
が
情
報
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
作
業
を
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
携
帯
端
末
ま
で
多
く
の
投
資
や
開
発
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｆ
と
の
接
続
性
を
確
保
し
さ
え
す
れ
ば
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
だ
け
で
市

場
へ
の
参
入
が
容
易
に
可
能
と
な
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
の
出
現
の
背
景
に
あ
る
も
の

今
日
、
Ｐ
Ｆ
が
台
頭
し
て
き
た
背
景
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
潮
流
が
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
の
電
子
商
取
引
市
場
の
出
現
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

に
着
目
し
た
研
究
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る

（
27
）

。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者

に
と
っ
て
そ
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
指
し
て
い
わ
れ
る
用
語
で
あ
る

（
28
）

。

法
律
学
の
観
点
か
ら
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
性
市
場
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
二
つ
以
上
の
顧
客
グ
ル
ー
プ
（
提
供
者
側
と
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
お
互
い
に
取
引
さ
せ
な
が
ら

運
営
管
理
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
重
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、
利
用
者
間
の
交

換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お

け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
利
用
者
を
様
々

な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
と
結
び
つ
け
、
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
評
価
・
格
付

け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
見
知
ら
ぬ
当
事
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る

（
29
）

。
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、
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情
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や
商
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・
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に
は
、
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の
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の
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リ
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ョ
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、
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つ
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ア
プ
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ン
か
ら
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
携
帯
端
末
ま
で
多
く
の
投
資
や
開
発
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｆ
と
の
接
続
性
を
確
保
し
さ
え
す
れ
ば
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
だ
け
で
市

場
へ
の
参
入
が
容
易
に
可
能
と
な
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
の
出
現
の
背
景
に
あ
る
も
の

今
日
、
Ｐ
Ｆ
が
台
頭
し
て
き
た
背
景
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
潮
流
が
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
の
電
子
商
取
引
市
場
の
出
現
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

に
着
目
し
た
研
究
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る

（
27
）

。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者

に
と
っ
て
そ
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
指
し
て
い
わ
れ
る
用
語
で
あ
る

（
28
）

。

法
律
学
の
観
点
か
ら
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
性
市
場
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
二
つ
以
上
の
顧
客
グ
ル
ー
プ
（
提
供
者
側
と
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
お
互
い
に
取
引
さ
せ
な
が
ら

運
営
管
理
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
重
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、
利
用
者
間
の
交

換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お

け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
利
用
者
を
様
々

な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
と
結
び
つ
け
、
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
評
価
・
格
付

け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
見
知
ら
ぬ
当
事
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る

（
29
）

。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
二
〇

三
　
Ｐ
Ｆ
取
引
が
作
り
出
す
多
面
的
双
方
向
市
場
と
契
約
関
係

１
　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
形
態

Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
で
あ
る
。
今
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
商
品
化
で
き
な
い
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
取
引
の
対
象
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
形
態
を
、
利
用
主
体
の
観
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
①
企
業
対
企
業
（B

 to B

）、
②
企
業
対
企

業
対
消
費
者
（B

 to B
 to C

）、
③
企
業
対
消
費
者
（B

 to C

）、
④
消
費
者
対
消
費
者
（C

 to C

）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
30
）

。
Ｐ
Ｆ
取

引
は
①
か
ら
④
に
向
か
っ
て
多
様
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
④
の
主
要
な
場
面
が
、
い
わ
ゆ
る
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ

ミ
ー
（S

haring-econom
y

）
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
個
人
が
所
有
す
る
活
用
可
能
な
資
産
や
ス
キ
ル
な
ど
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
マ
ッ
チ
ン
グ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
、
他
の
個
人
も
共
有
（
貸
借
・
売
買
・
提
供
）
し
て
い
く
新
し
い
経
済
の
動
き
で
あ
る

（
31
）

。

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
そ
の
多
く
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
仮
想
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（F

lea M
arket

）
内
で
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
用
の
ア
プ
リ
（
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
フ
リ
マ
ア
プ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
32
）

。

フ
リ
マ
ア
プ
リ
に
よ
り
、
④
の
個
人
間
マ
ッ
チ
ン
グ
（C

 to C

）
が
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
近
時
、
市
場
の
Ｐ
Ｆ
化
が
進
む
過
程
の
中
で
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
も
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
法
的

規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る

（
33
）

。

前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
広
ま
っ
た
共
用
型
経
済
で
あ
る

（
34
）

。

）
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四
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（
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ル
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業
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法
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（
長
谷
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三
二
一

そ
の
源
流
を
遡
れ
ば
、
古
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
々
の
共
用
地
、
共
同
の
家
・
雁
場
・
牧
草
地
に
み
ら
れ
た
。
現
代
で
は
、
公
園
、
図

書
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
財
産
な
ど
に
み
ら
れ
る

（
35
）

。
現
代
社
会
に
甦
っ
た
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
Ｐ
Ｆ
と
い
う
取
引
の
場
を
え

て
、
さ
ら
に
普
及
・
発
展
し
、
こ
れ
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

（
36
）

。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
Ｐ
Ｆ
が
取
り
扱
う
内
容
の
利
用
形
態
か
ら
、
マ
ッ
チ
ン
グ
型
と
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
区
分
さ
れ
る

（
37
）

。

マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
売
買
や
交
換
な
ど
の
取
引
が
行
わ
れ
る
形
態
で
、
Ｐ
Ｆ
は

そ
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
提
供
を
し
て
い
る
。
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
は
、B to C

取
引
を
内
容
と
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
な
ど
の
ほ
か
、C

 to C

取
引
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
目

的
と
す
る
Ｐ
Ｆ
が
含
ま
れ
る
。B

 to C

で
は
、
ア
マ
ゾ
ン
、
楽
天
、Y

ahoo！

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
、C

 to C

で
は
、
メ
ル
カ
リ
、
ラ

ク
マ
、Y

ahoo！

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
情
報
の
提
供
や
流
通
の
み
が
行
わ
れ
る
Ｐ
Ｆ
が
、
い
わ

ゆ
る
非
シ
ス
テ
ム
型
で
あ
る
。
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
掲
示
板
、
投
稿
サ
イ
ト
、
検
索
サ
イ
ト
が
典
型
で
あ
り
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
な
ど
が
、
そ

の
代
表
で
あ
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係

⑴
　
当
事
者
間
の
契
約
関
係

Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
引
形
態
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
契
約
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

（
38
）

。
Ｐ
Ｆ
事

業
者
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
契
約
上
の
責
任
を
考
え
る
う
え
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
。

）
三
四
四
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三
二
一

そ
の
源
流
を
遡
れ
ば
、
古
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
々
の
共
用
地
、
共
同
の
家
・
雁
場
・
牧
草
地
に
み
ら
れ
た
。
現
代
で
は
、
公
園
、
図

書
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
財
産
な
ど
に
み
ら
れ
る

（
35
）

。
現
代
社
会
に
甦
っ
た
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
Ｐ
Ｆ
と
い
う
取
引
の
場
を
え

て
、
さ
ら
に
普
及
・
発
展
し
、
こ
れ
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

（
36
）

。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
Ｐ
Ｆ
が
取
り
扱
う
内
容
の
利
用
形
態
か
ら
、
マ
ッ
チ
ン
グ
型
と
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
区
分
さ
れ
る

（
37
）

。

マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
売
買
や
交
換
な
ど
の
取
引
が
行
わ
れ
る
形
態
で
、
Ｐ
Ｆ
は

そ
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
提
供
を
し
て
い
る
。
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
は
、B to C

取
引
を
内
容
と
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
な
ど
の
ほ
か
、C

 to C
取
引
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
目

的
と
す
る
Ｐ
Ｆ
が
含
ま
れ
る
。B

 to C

で
は
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ア
マ
ゾ
ン
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楽
天
、Y

ahoo！

シ
ョ
ッ
ピ
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な
ど
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 to C

で
は
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、Y

ahoo！

オ
ー
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ョ
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が
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る
。
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の
み
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行
わ
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る
Ｐ
Ｆ
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い
わ

ゆ
る
非
シ
ス
テ
ム
型
で
あ
る
。
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
掲
示
板
、
投
稿
サ
イ
ト
、
検
索
サ
イ
ト
が
典
型
で
あ
り
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
な
ど
が
、
そ

の
代
表
で
あ
る
。
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Ｆ
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引
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関
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当
事
者
と
契
約
関
係

⑴
　
当
事
者
間
の
契
約
関
係

Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
引
形
態
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
契
約
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

（
38
）

。
Ｐ
Ｆ
事

業
者
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
契
約
上
の
責
任
を
考
え
る
う
え
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
。

）
三
四
四
（



日
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（
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〇
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三
二
二

ア
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用
者
間

ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用
者
間
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
・
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
）
に
利
用
契
約
が
締
結

さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
利
用
者
相
互
間
に
売
買
な
ど
の
各
種
の
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
他
人
間
の
商
行
為
の
媒
介

を
業
と
す
る
場
合
に
は
、
商
事
仲
立
人
と
し
て
商
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
（
商
法
五
四
三
条
以
下
）、
結
約
書
作
成
・
交
付
業
務
（
商
法

五
四
六
条
）
や
帳
簿
記
載
義
務
（
同
五
四
七
条
）、
報
酬
請
求
権
（
同
五
五
〇
条
）
な
ど
が
発
生
す
る
が
、
媒
介
の
対
象
は
商
行
為
に
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
商
行
為
以
外
の
他
人
間
の
法
律
行
為
を
媒
介
す
る
民
事
仲
立
人
に
つ
い
て
は
、
民
法
に
一
般
的
な
規
定
は
な
く
、

当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
規
律
に
服
す
る
の
か
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
提
供
者
・
購
入
者
間

提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、
財
貨
の
移
動
を
目
的
と
す
る
基
本
的
な
給
付
義
務
を
履
行
す
る
も
の
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
通
常
、
売
買
や
役
務
提
供
な
ど
の
契
約
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
取
引
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
介
在
す
る
も
の
の
、

形
式
的
に
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
利
用
契
約
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
当
事
者
と
な
ら
な
い
二
当
事
者
間
の
取
引
契
約
と
し

て
成
立
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

⑵
　
Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
契
約
の
特
徴

Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
役
割
次
第
に
よ
り
、
購
入
者
の
取
引
契
約
の
相
手
方
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
当
事
者
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
い
わ
ば
「
契
約
の
第
三
当
事
者
」
と
い
う
地
位
に
立
つ
こ

と
に
な
る
が
、
提
供
者
と
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
購
入
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
か
は
、
第
一
義
的
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用

者
間
に
締
結
さ
れ
る
利
用
契
約
の
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

）
三
四
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
三

さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
度
合
い
が
強
い
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
の
第
三
当
事
者
で
は
な
く
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
携
わ
る
「
直
接
の
契
約
当
事
者
」
と
い
う
地
位
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ

事
業
者
は
契
約
に
お
け
る
第
三
者
性
を
否
定
さ
れ
、
提
供
者
は
契
約
に
お
け
る
従
た
る
地
位
に
退
く
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
の
関
係
は
購

入
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
提
供
者
側
の
内
部
関
係
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
形
式
的
に
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
契
約
当
事
者
と
な
ら
な
い
供
給
者
と
需
要
者
と
の
間
の
二
当
事
者
間
契
約
と
み
ら
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
契
約
の
形
態
や
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
の
契
約
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
再
構
成
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

３
　
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
の
多
面
的
契
約
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
取
引
市
場
は
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
性
質
と
、
あ
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
増
加
が
他
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
便
益
を
増
進
さ
せ
る
効
果
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
前
者
が
市
場
の
二
面
市
場
性
な
い
し
多
面
市
場
性
で
あ
り
、
後
者
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
39
）

。

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者
に
と
っ
て
そ
の
価
値
が
高
ま
る
の
み
な
ら

ず
、
利
用
者
の
拡
大
に
よ
っ
て
利
用
者
間
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
働
く
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
存
在
す
る
市
場
で
は
、
直
線
的
な
契

約
関
係
に
な
い
者
が
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
連
結
さ
れ
て
い
る
市
場
構
造
を
生
む
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
顧
客
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
40
）

。
こ
れ

が
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
議
論
は
、
こ
の
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
か
ら
始
ま
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
41
）

。

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
三

さ
ら
に
、
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Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
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介
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の
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が
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に
は
、
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Ｆ
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携
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れ
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可
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性
が
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の
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う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ

事
業
者
は
契
約
に
お
け
る
第
三
者
性
を
否
定
さ
れ
、
提
供
者
は
契
約
に
お
け
る
従
た
る
地
位
に
退
く
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
の
関
係
は
購

入
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
提
供
者
側
の
内
部
関
係
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
形
式
的
に
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
契
約
当
事
者
と
な
ら
な
い
供
給
者
と
需
要
者
と
の
間
の
二
当
事
者
間
契
約
と
み
ら
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
契
約
の
形
態
や
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
の
契
約
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
再
構
成
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

３
　
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
の
多
面
的
契
約
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
取
引
市
場
は
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
性
質
と
、
あ
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
増
加
が
他
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
便
益
を
増
進
さ
せ
る
効
果
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
前
者
が
市
場
の
二
面
市
場
性
な
い
し
多
面
市
場
性
で
あ
り
、
後
者
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
39
）

。

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者
に
と
っ
て
そ
の
価
値
が
高
ま
る
の
み
な
ら

ず
、
利
用
者
の
拡
大
に
よ
っ
て
利
用
者
間
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
働
く
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
存
在
す
る
市
場
で
は
、
直
線
的
な
契

約
関
係
に
な
い
者
が
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
連
結
さ
れ
て
い
る
市
場
構
造
を
生
む
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
顧
客
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
40
）

。
こ
れ

が
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
議
論
は
、
こ
の
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
か
ら
始
ま
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
41
）

。
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三
二
四

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
経
済
学
で
は
、
二
組
の
経
済
主
体
が
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
相
互
に
作
用
す
る
市
場
を
二
面
市
場
（tw

o-sided m
arkets

）

と
呼
ん
で
い
る

（
42
）

。
し
か
し
、
法
律
学
の
立
場
、
と
り
わ
け
契
約
法
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
け
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

効
果
は
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
単
独
で
、
あ
る
い
は
、
複
合
的
に
起
こ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

効
果
は
、
二
方
向
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
方
向
以
上
が
相
互
に
作
用
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引

市
場
は
多
面
性
市
場
（m

ulti-sided m
arkets

）
と
呼
ん
だ
方
が
適
切
で
あ
る

（
43
）

。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
そ
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
問
題

を
一
般
化
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
問
題
解
決
の
た
め
の
正
し
い
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
は
、
双
方
向
で
多
面
性
を
有
す
る
市
場
で
あ
り
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
も
っ
て
い
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
は
、
一
つ
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
や
Ｐ
Ｆ
に
複
数
開
設
さ
れ
、
様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
取
扱
い
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
大
規

模
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
取
引
型
Ｐ
Ｆ
は
全
体
と
し
て
一
つ
の
市
場
、
非
取
引
型
Ｐ
Ｆ
は
複
数

の
市
場
と
い
っ
た
形
式
的
な
市
場
確
定
は
、
関
係
当
事
者
間
の
法
律
関
係
の
解
明
の
た
め
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
え
よ
う

（
44
）

。

４
　
Ｐ
Ｆ
取
引
と
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
収
集
・
利
用

Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
営
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の

閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
計
算
手
順
）
な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予

測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す
る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お

り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
デ
ー
タ
は
、
効
率
性
の

高
い
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
や
購
買
誘
導
を
求
め
る
他
企
業
に
売
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
五

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
広
く
大
量
に
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
（
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
上
の
地
位
に
影
響
を
与
え
る

（
45
）

。

換
言
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
事
業
者
の
競
争
上
の
地
位
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
デ
ー
タ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
46
）

。
収
集

さ
れ
る
デ
ー
タ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
ま
た
、
デ
ー
タ
の
収
集
、
整
理
、
分
類
、
解
析
、
解
釈
に
用
い
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
う
ま
く
設

計
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
交
換
さ
れ
る
情
報
の
関
連
性
や
有
用
性
が
高
ま
り
、
新
し
い
価
値
が
創
出
さ
れ
る

（
47
）

。

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
も
と
で
は
、
利
用
者
の
デ
ー
タ
が
集
ま
れ
ば
集
ま
る
ほ
ど
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
利
用
者
を

集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
市
場
原
理
が
阻
害
さ
れ
、
競

争
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
最
近
で
は
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
台
頭
や
格
差
の
拡
大
を
受
け
て
、
経
済
全
体
で
寡
占
化
の
兆
し
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
議
論
が
起
き
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
に
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
市
場
に
複
数
の
Ｐ
Ｆ
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
競
争
関
係
に
あ
る
が
、
Ｐ
Ｆ
が
爆
発
的
は
破
壊
力
を
も
つ
と
、
完
全
競
争
モ
デ
ル
が
想
定
す
る
同
質
的
な
競
争
と
は
な
ら
ず
、
特
定

の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
何
ら
か
の
市
場
支
配
力
を
も
ち
や
す
い
。
最
近
の
事
案
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
同
士
の
経
営
統
合
で
、
公
正
取
引
員
会
の

審
査
対
象
と
な
っ
た
案
件
が
あ
る

（
48
）

。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
集
積
は
個
人
情
報
の
侵
害
を
生
じ
や
す
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
競
争
法
と
の
関

係
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る

（
49
）

。
利
用
者
は
自
分
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
情
報
を
誰
が
も
っ
て
い
る
か
を
知
ら
ず
、
誰
が

ど
の
よ
う
に
使
う
か
も
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
個
人
デ
ー
タ
の
不
当
な
収
集
な
ど
、
反
競
争
的
効
果
の
直
接
的
証
拠
が

あ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
独
禁
法
上
の
規
制
の
対
象
と
も
な
り
う
る

（
50
）

。
Ｐ
Ｆ
を
利
用
せ
ざ
る
を

え
な
い
個
人
の
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
に
収
集
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
透
明
性
と
公
正
性
、
お
よ

び
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
局
面
と
な
っ
て
い
る

（
51
）

。
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が
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に
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が
で
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そ
の
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、
勝
者
総
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に
な
り
や
す
い
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し
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し
、
そ
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ば
、
そ
も
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も
市
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で
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と
の
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の
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同
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合
で
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正
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会
の
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対
象
と
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案
件
が
あ
る

（
48
）

。

ま
た
、
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を
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し
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れ
る
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タ
の
集
積
は
個
人
情
報
の
侵
害
を
生
じ
や
す
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
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の
保
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と
競
争
法
と
の
関

係
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る

（
49
）

。
利
用
者
は
自
分
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
情
報
を
誰
が
も
っ
て
い
る
か
を
知
ら
ず
、
誰
が

ど
の
よ
う
に
使
う
か
も
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
個
人
デ
ー
タ
の
不
当
な
収
集
な
ど
、
反
競
争
的
効
果
の
直
接
的
証
拠
が

あ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
独
禁
法
上
の
規
制
の
対
象
と
も
な
り
う
る

（
50
）

。
Ｐ
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を
利
用
せ
ざ
る
を

え
な
い
個
人
の
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
に
収
集
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
巨
大
Ｉ
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の
Ｐ
Ｆ
に
関
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る
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と
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正
性
、
お
よ
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任
が
求
め
ら
れ
る
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い
る

（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
二
六

四
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制
と
評
価

１
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
至
る
ま
で
の
経
緯

前
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
五
月
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
取
引
の
透
明
性
と
公
正
性
を
図
る
た
め
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定

さ
れ
た
。
Ｐ
Ｆ
規
制
の
主
な
項
目
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
を
義
務
づ
け
、
取
引
実
態
を
定
期
的
に
報
告
さ
せ
る
と
と
も
に
、
悪
質
な

場
合
に
は
独
禁
法
違
反
に
問
い
う
る
点
に
あ
る
。
以
下
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し

（
52
）

、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明

化
法
の
意
義
と
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う

（
53
）

。

ま
ず
、
わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
、「
高
度
通
信
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
本
部
」（
Ｉ
Ｔ
総
合
戦
略
本
部
）
の
下
に
組
織

さ
れ
た
新
戦
略
推
進
専
門
調
査
会
の
規
制
制
度
改
革
分
科
会
に
お
い
て
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
捗
な
ど
の
わ
が
国
が
直
面
す
る
課
題

解
決
に
資
す
る
情
報
通
信
技
術
の
利
活
用
の
た
め
の
制
度
整
備
を
検
討
す
る
た
め
、「
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
の
利
活
用
に
関
す
る
制

度
整
備
検
討
会
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
本
検
討
会
は
、
そ
の
後
、
七
回
の
会
合
を
経
て
、
同
年
一
二
月
に
、「
情
報
通

信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
の
利
活
用
の
利
活
用
に
関
す
る
制
度
整
備
検
討
会

　
中
間
整
理
～
制
度
整
備
の
基
本
的
な
方
向
性
～
」
を
公
表
し
た

（
54
）

。

こ
の
中
で
、
制
度
整
備
検
討
会
は
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
仲
介
機
能
」
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
Ｉ
Ｔ
利
活
用
を
行
う
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
な
事
業
運
営
の
確
保
な
ど
、
Ｐ
Ｆ
の
仲
介
機
能
に
関
す
る

ル
ー
ル
整
備
に
向
け
た
基
本
的
な
考
え
方
を
提
案
し
た
。

そ
の
後
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
が
さ
ら
に
広
ま
る
環
境
の
中
で
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
も
つ
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
は
、
市
場
の

寡
占
化
が
進
み
や
す
い
と
さ
れ
、
Ｐ
Ｆ
を
提
供
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
業
者
か
ら
様
々
な
取
引
上
の
課

）
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四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
七

題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た

（
55
）

。
こ
の
た
め
、
経
済
産
業
省
・
公
正
取
引
員
会
・
総
務
省
は
、
二
〇
一
八
年
、「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
取
引
環
境
整
備
に
関
す
る
検
討
会
」
を
共
同
で
立
ち
上
げ
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
取
引
環
境
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

有
識
者
を
交
え
た
調
査
・
検
討
を
進
め
た

（
56
）

。
そ
し
て
、
有
識
者
検
討
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
、
そ
れ
を
中

間
的
論
点
整
理
と
し
て
ま
と
め
た
う
え
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
関
す
る
公
平
性
確
保
の
た
め
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に

対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
」
を
策
定
し
た

（
57
）

。
こ
の
基
本
原
則
の
中
で
、
個
人
情
報
な
ど
の
デ
ー
タ
と
引
き
換
え
に

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
消
費
者
に
対
し
て
不
公
正
な
扱
い
が
あ
っ
た
場
合
に
、
独
占
禁
止
法
上
の
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
を
適
用
す
る
こ

と
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
経
済
産
業
省
で
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
、「
電
子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
」
を
定
め
た

（
58
）

。
こ
の
中
で
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
運
営
者
と
し
て
参
加
利
用
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
場
合
が
検
討
さ
れ

た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
考
え
方
は
、
ユ
ー
ザ
ー
間
取
引
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
に
つ
い
て
も
同
様

に
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
日
本
経
済
再
生
本
部
に
設
置
さ
れ
た
未
来
投
資
会
議
は
、
未
来
へ
の
投
資
の
拡
大
に
向
け
た
成
長
戦
略

と
構
造
改
革
の
加
速
化
を
図
る
た
め
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な
ど
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
代
表
さ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
個
人
の
行
動
情
報
の
独
占
や
市
場
で
の
優
越
的
な
地
位
の
乱
用
を
防
止
す
る
た
め
の
枠

組
み
を
策
定
す
る
た
め
、
省
庁
の
垣
根
を
越
え
た
専
門
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
を
決
議
し
た

（
59
）

。
こ
の
決
議
に
お
い
て
、
取
引
慣
行
の
透
明

性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
法
制
ま
た
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
競
争
政
策
の
調
整
な
ど
に
つ
い
て

新
し
い
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

）
三
四
四
（
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責
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（
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谷
川
）

三
二
七

題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た

（
55
）

。
こ
の
た
め
、
経
済
産
業
省
・
公
正
取
引
員
会
・
総
務
省
は
、
二
〇
一
八
年
、「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
取
引
環
境
整
備
に
関
す
る
検
討
会
」
を
共
同
で
立
ち
上
げ
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
取
引
環
境
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

有
識
者
を
交
え
た
調
査
・
検
討
を
進
め
た

（
56
）

。
そ
し
て
、
有
識
者
検
討
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
、
そ
れ
を
中

間
的
論
点
整
理
と
し
て
ま
と
め
た
う
え
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
関
す
る
公
平
性
確
保
の
た
め
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に

対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
」
を
策
定
し
た

（
57
）

。
こ
の
基
本
原
則
の
中
で
、
個
人
情
報
な
ど
の
デ
ー
タ
と
引
き
換
え
に

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
消
費
者
に
対
し
て
不
公
正
な
扱
い
が
あ
っ
た
場
合
に
、
独
占
禁
止
法
上
の
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
を
適
用
す
る
こ

と
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
経
済
産
業
省
で
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
、「
電
子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
」
を
定
め
た

（
58
）

。
こ
の
中
で
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
運
営
者
と
し
て
参
加
利
用
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
場
合
が
検
討
さ
れ

た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
考
え
方
は
、
ユ
ー
ザ
ー
間
取
引
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
に
つ
い
て
も
同
様

に
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
日
本
経
済
再
生
本
部
に
設
置
さ
れ
た
未
来
投
資
会
議
は
、
未
来
へ
の
投
資
の
拡
大
に
向
け
た
成
長
戦
略

と
構
造
改
革
の
加
速
化
を
図
る
た
め
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な
ど
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
代
表
さ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
個
人
の
行
動
情
報
の
独
占
や
市
場
で
の
優
越
的
な
地
位
の
乱
用
を
防
止
す
る
た
め
の
枠

組
み
を
策
定
す
る
た
め
、
省
庁
の
垣
根
を
越
え
た
専
門
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
を
決
議
し
た

（
59
）

。
こ
の
決
議
に
お
い
て
、
取
引
慣
行
の
透
明

性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
法
制
ま
た
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
競
争
政
策
の
調
整
な
ど
に
つ
い
て

新
し
い
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

）
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四
四
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（
二
〇
二
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九
月
）

三
二
八

ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
と
く
に
問
題
点
の
指
摘
が
多
い
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
お
よ
び
ア
プ
リ
ス
ト
ア
に
お
け
る
取
引
に
係
る
独

占
禁
止
法
・
競
争
政
策
上
問
題
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
取
引
慣
行
な
ど
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
通
信
販
売
サ
イ
ト
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
経
営
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
事
業
者
と
出
店
企
業
の
九
三
社
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
た
。
そ
の
結
果
が
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
公
正
取
引
委
員
会
よ
り
実
態
調
査
報
告
書
と
し
て
公
表
さ
れ
た

（
60
）

。
同
報
告
書
で

は
、
独
禁
法
な
ど
の
法
令
違
反
と
な
る
行
為
が
類
型
的
に
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
今
日
、
通
販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト

ア
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
は
、
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示
の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済

シ
ス
テ
ム
導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
制
限
、
顧

客
情
報
・
デ
ー
タ
の
運
営
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

前
述
の
有
識
者
検
討
会
に
お
い
て
も
、
取
引
環
境
の
透
明
性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
制
度
設
計
の
選
択
肢
に
つ
い
て
検

討
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
五
月
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
に
関
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
」

が
公
表
さ
れ
た

（
61
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
内
閣
に
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
評
価
や
競
争
政
策
の
規
格
・
立
案
な
ど
を
行
う
デ
ジ

タ
ル
市
場
競
争
本
部
と
そ
の
下
部
機
関
で
調
査
審
議
な
ど
を
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
競
争
会
議
お
よ
び
同

会
議
の
下
に
設
置
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
前
述
の
基
本
原
則
、
公
取
委
実
態
調
査
、
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
を
踏
ま
え
て
検
討

を
進
め
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
か
ら
翌
二
〇
二
〇
年
一
月
に
か
け
て
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
取
引
透
明
化
法
（
仮
称
）
の

方
向
性
」
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
手
続
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
取
引
透
明
化

法
（
仮
称
）」
の
概
要
が
決
定
さ
れ
た

（
62
）

。
こ
の
概
要
に
基
づ
き
、
内
閣
を
中
心
に
法
律
案
の
立
法
作
業
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
二
月
、

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
九

閣
議
決
定
を
経
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
関
す
る
法
律
案
が
第
二
〇
一
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
律
案
は
、
衆
議
院
お

よ
び
参
議
院
の
審
議
を
経
て
、
同
年
五
月
二
七
日
、
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
と
し
て
可
決
・
成
立
し
、
同
年
六
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た

（
令
和
二
年
法
律
三
八
号
。
令
和
三
年
二
月
一
日
施
行
）。
な
お
、
本
法
の
実
施
に
係
る
政
令
・
省
令
お
よ
び
指
針
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
競
争

会
議
お
よ
び
そ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
論
を
経
て
制
定
が
進
め
ら
れ
、
本
法
の
施
行
日
と
同
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制

⑴
　
規
制
の
目
的

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
い
、
規
制
の
対
象
と
な
る
Ｐ
Ｆ
提
供

者
を
「
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
を
指
定
し
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
取
引
条
件
等
の
情
報
開
示
を

義
務
づ
け
、
特
定
Ｐ
Ｆ
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
に
つ
い
て
の
評
価
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
の
透
明
性
お
よ

び
公
正
性
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
特
定
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
通
じ
て
、
国
民
生
活
の
向
上
お
よ
び
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
条
）。
理
念
と
し
て
、
同
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
透
明

性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
国
の
関
与
や
規
制
は
必
要
最
小
限
の
も

の
と
し
て
い
る
（
同
一
七
条
）。

⑵
　
規
制
の
内
容

ア
　
ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
よ
る
と
、
Ｐ
Ｆ
は
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に

よ
り
構
築
し
た
場
」
で
あ
っ
て
、
多
数
の
者
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
商
品
、
役
務
ま

）
三
四
四
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と
、
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は
「
多
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の
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が
利
用
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る
こ
と
を
予
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て
電
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機
を
用
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た
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に
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り
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場
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で
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、
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の
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に
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そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
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三
三
〇

た
は
権
利
に
係
る
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
を
常
態
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
柱
書
）。
こ
の
定
義

の
も
と
で
、
Ｐ
Ｆ
を
単
独
で
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
い
（
同
法
二
条
五
項
）、
こ
の
う
ち
、
国
民
生

活
や
経
済
へ
の
影
響
が
大
き
く
、
売
上
高
な
ど
が
一
定
規
模
あ
る
企
業
を
政
令
で
「
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
指
定
し
（
同
法
四
条
）、
同
法

の
定
め
る
開
示
規
制
な
ど
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
（
同
法
五
条
）。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
モ
ー
ル
型
ネ
ッ
ト
通
販
や
ア
プ
リ

ス
ト
ア
運
営
会
社
で
あ
る
。
政
令
に
よ
れ
ば
、
規
制
対
象
と
な
る
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
モ
ー
ル
は
年
間
売
上
総
額
が
三
〇
〇
〇
億
円
以

上
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア
は
同
二
〇
〇
〇
億
円
以
上
で
あ
る
。

イ
　
次
に
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
規
制
は
、
大
別
し
て
、
開
示
規
制
、
措
置
規
制
、
お
よ
び
監
督
規
制
の
三
つ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

開
示
規
制
と
し
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
し
、
取
引
の
拒
絶
（
出
品
停
止
、
ア
プ
リ
削
除
な
ど
）
を
す
る
場
合
の

判
断
基
準
や
検
索
順
位
を
決
定
す
る
基
本
的
な
要
素
な
ど
の
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
五
条
二
項
、
三
項
）。

取
引
を
全
部
拒
絶
す
る
場
合
や
取
引
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
事
前
告
知
が
必
要
で
あ
る
（
同
法
五
条
四
項
）。

本
来
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
取
引
の
自
由
が
あ
る
か
ら
、
誰
と
取
引
す
る
の
か
、
何
を
ど
う
取
引
す
る
の
か
は
自
由
で
あ
る
（
改
正
民
法

五
二
一
条
・
五
二
二
条
参
照
）。
不
適
正
な
販
売
を
行
う
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
停
止
す
る
な
ど
、
取
引

停
止
が
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
自
社
や
関
連
会
社
で
提
供
す
る
商
品
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
商
品
と
競
合
す
る
別
の
商
品
の
販
売
停
止
を
求
め
た
り
、
エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
（
商
品
が
問
題
な
く
届
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で

支
払
を
完
了
さ
せ
る
サ
ー
ビ
ス
）
を
提
供
す
る
必
要
性
か
ら
、
自
社
の
指
定
す
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し

か
し
、
公
正
な
取
引
で
あ
る
た
め
に
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
こ
う
し
た
措
置
や
手
段
を
用
い
る
際
に
は
合
理
的
な
理
由
や
判
断
基
準
を
示
す

必
要
が
あ
る
。
顔
が
見
え
な
い
Ｐ
Ｆ
取
引
で
は
信
用
が
第
一
で
あ
り
、
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
す
る
評
価
や
格
付
け
は
、
モ
ノ
や
サ
ー

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
一

ビ
ス
な
ど
の
販
売
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
評
価
や
格
付
け
の
算
定
方
法
や
実
際
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者

が
自
由
に
定
め
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
透
明
性
を
も
っ
た
公
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
基
準
や
理
由
な
ど
の
開
示
が
求

め
ら
れ
る
。

ウ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
取
引
先
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
予
見
可
能
性
の
向
上
や
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
止

す
る
た
め
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
取
引
条
件
を
開
示
す
る
こ
と
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
際
に
は
事
前
に
そ
の
内
容
と
理
由
を
通
知
す
る

こ
と
、
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
そ
の
判
断
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
な
ど
の
情
報
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
、

経
済
産
業
大
臣
は
開
示
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
勧
告
し
、
さ
ら
に
は
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
六
条
一
項
、

四
項
）。
ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
勧
告
の
内
容
が
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
と

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
条
二
項
、
五
項
）。
こ
れ
ら
の
勧
告
や
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
法
六
条
三
項
、
六
項
）。
こ
れ
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
商
品
等
提
供
利
用
者
や
他
の

利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）、
経
済
産
業
大
臣
は
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
指
針
を
策
定
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
概
要
、
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
、
情
報
開
示
の
状
況
、

商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
措
置
な
ど
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条

一
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
報
告
書
を
も
と
に
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
評
価
を
行
い
、
報
告
書
の
概
要
と
と
も
に
評
価
の
結
果
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
二
項
）。
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
か
、
相
互
理
解
の
た
め
に

）
三
四
四
（
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三
三
一

ビ
ス
な
ど
の
販
売
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
評
価
や
格
付
け
の
算
定
方
法
や
実
際
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者

が
自
由
に
定
め
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
透
明
性
を
も
っ
た
公
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
基
準
や
理
由
な
ど
の
開
示
が
求

め
ら
れ
る
。

ウ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
取
引
先
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
予
見
可
能
性
の
向
上
や
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
止

す
る
た
め
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
取
引
条
件
を
開
示
す
る
こ
と
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
際
に
は
事
前
に
そ
の
内
容
と
理
由
を
通
知
す
る

こ
と
、
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
そ
の
判
断
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
な
ど
の
情
報
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
、

経
済
産
業
大
臣
は
開
示
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
勧
告
し
、
さ
ら
に
は
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
六
条
一
項
、

四
項
）。
ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
勧
告
の
内
容
が
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
と

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
条
二
項
、
五
項
）。
こ
れ
ら
の
勧
告
や
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
法
六
条
三
項
、
六
項
）。
こ
れ
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
商
品
等
提
供
利
用
者
や
他
の

利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）、
経
済
産
業
大
臣
は
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
指
針
を
策
定
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
概
要
、
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
、
情
報
開
示
の
状
況
、

商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
措
置
な
ど
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条

一
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
報
告
書
を
も
と
に
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
評
価
を
行
い
、
報
告
書
の
概
要
と
と
も
に
評
価
の
結
果
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
二
項
）。
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
か
、
相
互
理
解
の
た
め
に

）
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四
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一
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九
月
）

三
三
二

講
ず
べ
き
措
置
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
適
正
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
経
済
産
業
大
臣
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
〇
条
）。

エ
　
さ
ら
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
か
ら
報
告
を
求
め
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
二
条
一
項
、
二
項
）。
①
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
指
定
（
同
法
四
条
一
項
）、
お

よ
び
指
定
取
消
し
（
同
法
一
一
条
）
に
必
要
な
場
合
、
②
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
開
示
す
べ
き
事
項
を
開
示
し
て
い
な
い
た
め
、
勧
告
な
ど

を
行
う
場
合
（
同
法
六
条
一
項
、
四
項
）、
③
相
互
理
解
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
勧
告
を
行
う
場
合
（
同
法
八
条
一
項
）、
お
よ

び
、
④
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
第
一
〇
条
に
よ
る
申
し
出
を
行
っ
た
利
用
者
に
対
し
て
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
不
利

益
取
り
扱
い
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
場
合
（
同
法
一
〇
条
三
項
）
で
あ
る
。

ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
阻
害
す
る
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
が
独
占
禁
止
法
に
違
反
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
適
切
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
二
条
）。

上
記
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
三
条
）、
報
告
書
の
未
提
出
や
虚
偽
報
告
の
場
合

に
は
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
同
法
二
四
条
）
に
処
せ
ら
れ
る
。

オ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
い
わ
ば
公
法
的
規
制
の
領
域
に
属
す
る
法
律
で
あ
る
。
そ
の
規
律
の
内
容
に
は
、
取
引
条
件
の
開
示
な

ど
、
私
法
的
側
面
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
公
正
取
引
員
会
な
ど
の
監
視
に
よ
る
公
法
的
規
制
に
あ
る
。
契
約
法
上
の
規
律
に
つ
い

て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
利
用
者
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
、
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
側
な
ど
）
と
の
間
の
契
約
、
お
よ
び
利
用
者
相
互
間
の

契
約
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

）
三
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三
三
三

３
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
評
価

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
同
法
が
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う

双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
点
で
あ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
伴
う
双
方
向
市

場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
で
の
取
引
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
販
路
と
し
て
の
Ｐ
Ｆ
へ
の
依
存
度
が
増
し
、
容
易
に
他
の
チ
ャ
ネ
ル
に
ス
イ
ッ
チ

で
き
な
く
な
る
効
果
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）。
こ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
か
ら
不
当
な
申
し
出
が
あ
っ
て
も
、
商
品
等

提
供
利
用
者
は
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
し
や
す
い
。
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
内
容
が
Ｐ
Ｆ
取
引
透

明
化
法
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
規
制
が
必
要
な
の
か
と
い
う
根
拠
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
大
き
な
市
場
支
配
力
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
Ｐ
Ｆ
に
参
加
す
る
提
供
者
と
購
入
者
に
価
値
を
も
た
ら

す
こ
と
で
、
間
接
的
に
支
配
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、

利
用
者
間
の
交
換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
も
つ
価
値
の
創
造
機
能
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
営
す
る
事
業
者
に
対
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
適
正
化
法
が
示

す
よ
う
に
、
政
府
当
局
が
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影

響
を
評
価
し
、
監
視
役
で
あ
る
公
正
取
引
委
員
会
を
通
じ
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
図
り
う
る
ル
ー
ル
の
策
定
は
有

用
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
同
法
で
は
Ｐ
Ｆ
を
単
独
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
称
し
て
い
る
。
同

）
三
四
四
（
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ジ
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プ
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ム
事
業
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の
法
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契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
三

３
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
評
価

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
同
法
が
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う

双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
点
で
あ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）。
こ
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う
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効
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を
伴
う
双
方
向
市

場
で
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Ｆ
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こ
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で
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販
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と
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Ｐ
Ｆ
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の
依
存
度
が
増
し
、
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易
に
他
の
チ
ャ
ネ
ル
に
ス
イ
ッ
チ

で
き
な
く
な
る
効
果
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）。
こ
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め
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
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ら
不
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な
申
し
出
が
あ
っ
て
も
、
商
品
等

提
供
利
用
者
は
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
し
や
す
い
。
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
内
容
が
Ｐ
Ｆ
取
引
透

明
化
法
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
規
制
が
必
要
な
の
か
と
い
う
根
拠
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
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の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
大
き
な
市
場
支
配
力
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
Ｐ
Ｆ
に
参
加
す
る
提
供
者
と
購
入
者
に
価
値
を
も
た
ら

す
こ
と
で
、
間
接
的
に
支
配
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、
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換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
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価
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連
鎖
で
あ
る
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Ｆ
の
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価
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の
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に
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と
、
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Ｆ
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理
運
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に
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て
は
、
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Ｆ
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適
正
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法
が
示
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よ
う
に
、
政
府
当
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が
運
用
実
態
に
関
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る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
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タ
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経
済
に
与
え
る
影

響
を
評
価
し
、
監
視
役
で
あ
る
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正
取
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委
員
会
を
通
じ
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
図
り
う
る
ル
ー
ル
の
策
定
は
有

用
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
同
法
で
は
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Ｆ
を
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独
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
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を
「
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Ｆ
提
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称
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て
い
る
。
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三
四
四
（
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三
三
四

法
二
条
五
項
）
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
提
供
者
（
同
法
で
は
「
商
品
等
利
用
提
供
者
」

と
い
う
。
同
法
二
条
三
項
）
や
他
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
規
制
の
主
な
項
目
は
、
取
引
条
件
な

ど
の
開
示
を
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
義
務
づ
け
、
取
引
実
態
を
定
期
的
に
報
告
さ
せ
る
と
と
も
に
、
悪
質
な
ら
ば
優
越
的
地
位
の
濫
用
な
ど

の
独
禁
法
違
反
に
も
問
い
う
る
も
の
で
あ
る
（
同
法
四
条
以
下
）。

し
か
し
、
独
占
禁
止
法
に
よ
る
取
引
の
適
正
化
は
、
通
常
、
不
公
正
な
行
為
が
行
わ
れ
た
後
の
事
後
規
制
と
な
る
こ
と
、
適
用
要
件
で

あ
る
公
正
競
争
阻
害
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
不
公
正
な
取
引
方
法
と
し
て
認
定
す
る
た
め
の
壁
が
あ
る

（
63
）

。
Ｐ
Ｆ
が
支
配
す
る
多
面
的
市
場

で
は
従
来
の
伝
統
的
な
市
場
分
析
力
を
う
ま
く
適
用
で
き
な
い
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
論
者
も
い
る

（
64
）

。

従
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。

確
か
に
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
市
場
に
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
市
場
に
複
数
の
Ｐ
Ｆ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
競
争
関
係
に
あ
る
が
、

Ｐ
Ｆ
に
提
供
さ
れ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
内
容
は
Ｐ
Ｆ
ご
と
に
異
な
り
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、

Ｐ
Ｆ
間
の
競
争
は
完
全
で
は
な
く
、
特
定
の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
何
ら
か
の
市
場
支
配
力
を
も
ち
や
す
い

（
65
）

。
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
を
活
用
す
る
革

新
的
な
企
業
が
も
た
ら
す
生
産
性
の
向
上
は
、
経
済
の
不
均
衡
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
や
規
制
当
局
の
介
入
を
誘
う
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
適
切
に
対
処
す
る
に
は
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
の
多
面
的
性
質
性
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
そ
の
利
用
者
（
提
供
者
側
・
購
入
者
側
）
の
契
約
関
係
を
見
直
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と
私
法
上

の
責
任
を
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
進
歩
の
果
実
を
消
費
者
が
得

ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
規
制
の
方
法
お
よ
び
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
五

五
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任

１
　
単
な
る
場
貸
し
か
ら
の
脱
却

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
は
多
面
的
場
で
あ
り
、
利
用
者
間
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効

果
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
二
つ
以
上
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
と
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
、
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
取
引
を
仲
介
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
を
運
営
管
理
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
は
、
評

価
・
格
付
け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
、
こ
れ
を
信
頼
す
る
見
知
ら
ぬ
利
用
者
同
士
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
て
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
重
要
な
環
境
基
盤
を
提
供
す
る
仲
介
事
業
者
で
あ

り
、
も
は
や
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
66
）

。
実
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
も
と

に
、
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の
閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予
測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す

る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集

さ
れ
た
様
々
な
情
報
（
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
っ
て
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
に
用
い
ら
れ
た
り
、
他
に
売
却
さ
れ
る
な

ど
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
と
っ
て
富
を
生
む
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
大
規
模
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
集

権
的
に
情
報
を
握
る
と
、
個
々
の
利
用
者
は
こ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

）
三
四
四
（
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検
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Ｐ
Ｆ
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れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
事
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者
は
、
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の
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者
グ
ル
ー
プ
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出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
と
消
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者
な
ど
の
購
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者
側
）
を
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び
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け
、
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Ｆ
の
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用

者
間
、
お
よ
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異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
取
引
を
仲
介
し
な
が
ら
、
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Ｆ
を
運
営
管
理
し
て
い
る
。
イ
ン
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ネ
ッ
ト
上
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Ｆ
で
は
、
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・
格
付
け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
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者
に
よ
り
構
築
さ
れ
、
こ
れ
を
信
頼
す
る
見
知
ら
ぬ
利
用
者
同
士
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
て
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
重
要
な
環
境
基
盤
を
提
供
す
る
仲
介
事
業
者
で
あ

り
、
も
は
や
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
66
）

。
実
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
も
と

に
、
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の
閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予
測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す

る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集

さ
れ
た
様
々
な
情
報
（
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
っ
て
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
に
用
い
ら
れ
た
り
、
他
に
売
却
さ
れ
る
な

ど
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
と
っ
て
富
を
生
む
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
大
規
模
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
集

権
的
に
情
報
を
握
る
と
、
個
々
の
利
用
者
は
こ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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三
三
六

Ｐ
Ｆ
化
し
た
市
場
で
の
取
引
は
寡
占
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
と
も
い
わ
れ
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位

こ
の
よ
う
な
実
際
の
取
り
扱
い
を
み
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
契
約
は
、
形
式
的
に
は
、
提
供
者
と
購
入
者
と
の

間
の
二
当
事
者
間
契
約
と
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
Ｐ
Ｆ
と
い
う
取
引
の
場
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
含
む

提
供
者
・
購
入
者
間
の
三
面
契
約
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
出
品
す
る
提
供
者
と
の
間
で
は
、

仲
介
手
数
料
の
支
払
い
を
受
け
る
な
ど
、
有
料
の
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
他
方
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
購
入
者
と
の
関
係
で
は
、
通

常
、
購
入
者
か
ら
金
銭
に
よ
る
対
価
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
購
入
者
が
利
用
規
約
に
同
意
し
た
う
え
で
、
購
入
者
か
ら
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
と
と
も
に
、
購
入
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
（
価
格
比
較
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
を
無
償
で
提
供
す
る
と
い
う
戦

略
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
事
業
の
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
か
ら
多

様
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
え
る

（
67
）

。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
上
記
の
よ
う
な
地
位
な
い
し
立
場
に
あ
る
た
め
、
中
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
や
ア
プ
リ
販
売
ス
ト
ア
な
ど
の
大

規
模
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
圧
倒
的
な
市
場
支
配
力
を
背
景
に
、
自
ら
出
品
者
と
な
っ
て
自
社
製
品
を
売
り

つ
け
た
り
、
出
品
者
な
ど
の
中
小
企
業
に
対
し
て
不
当
に
不
利
な
契
約
の
締
結
を
強
要
し
た
り
す
る
な
ど
の
懸
念
が
も
た
れ
て
い
る
。
実

際
、
Ｐ
Ｆ
は
、
購
入
者
の
評
価
や
格
付
け
を
通
じ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
が
囲
い
込
み
の
誘
引
と
な
り
、
利
用
者
の
選
択
肢
を
制
限

す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
が
な
け
れ
ば
個
人
情
報
の
収
集
・
利
用
も
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
も
は
や
単
な
る

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
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三
三
七

仲
介
業
者
で
は
な
く
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
の
提
供
に
携
わ
る
契
約
当
事
者
と
い
う
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法

的
地
位
を
有
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
あ
る
場
合
に
は
契
約
の
第
三
当
事
者
と
し
て
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の

程
度
や
度
合
い
が
強
い
場
合
に
は
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら

す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
一
つ
で
あ
るA

m
azon

を
例
に
と
る
と
、Am

azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
を
仲
介
し
て
行
わ
れ
る
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）⇔

消
費
者
と
の
二
当
事
者
間
契
約
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
②A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
＋
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー

ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
＝
取
引
の
相
手
方⇔

消
費
者
と
の
間
の
契
約
関
係
に
転
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
が
格
付
け
や
評
価
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
、
出
品
者
を

排
除
し
て
、
③
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）≦

A
m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）⇔

消
費
者
の
契
約
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

⑴
　
多
角
の
視
点
と
同
意
理
論

上
記
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
状
況
に
鑑
み
、
政
府
や
規
制
当
局
に
お
い
て
は
、
公
正
な
競
争
を
維
持
す
る
必
要
性
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る

（
68
）

。
前
述
の
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
こ
う
し
た
環
境
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
報
告
と
経
済
産
業

大
臣
の
評
価
を
組
み
合
わ
せ
、
契
約
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
な
ど
に
連
動
さ
せ
て
い
る
（
同
法
九
条
）。
興
味
深
い
規
制
手
法
で
あ
る
が
、

）
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四
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Ｆ
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す
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あ
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。
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Ｆ
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仲
介
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行
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出
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ケ
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者
と
の
二
当
事
者
間
契
約
が
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あ
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場
合
に
は
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（
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業
者
）
＋
出
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者
（A

m
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プ
レ
イ
ス
）
＝
取
引
の
相
手
方⇔

消
費
者
と
の
間
の
契
約
関
係
に
転
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、A

m
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（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
が
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け
や
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を
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に
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な
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出
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者
（A

m
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マ
ー
ケ
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プ
レ
イ
ス
）
と
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も
に
、
あ
る
い
は
、
出
品
者
を

排
除
し
て
、
③
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）≦

A
m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）⇔

消
費
者
の
契
約
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

⑴
　
多
角
の
視
点
と
同
意
理
論

上
記
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
状
況
に
鑑
み
、
政
府
や
規
制
当
局
に
お
い
て
は
、
公
正
な
競
争
を
維
持
す
る
必
要
性
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る

（
68
）

。
前
述
の
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
こ
う
し
た
環
境
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
報
告
と
経
済
産
業

大
臣
の
評
価
を
組
み
合
わ
せ
、
契
約
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
な
ど
に
連
動
さ
せ
て
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る
（
同
法
九
条
）。
興
味
深
い
規
制
手
法
で
あ
る
が
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三
三
八

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
公
法
的
見
地
か
ら
行
わ
れ
る
経
済
法
的
な
規
制
で
あ
る
。

他
方
、
私
法
的
な
見
地
か
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
な
が
ら
、
出
品
者
や
消
費

者
な
ど
の
利
用
者
が
参
加
す
る
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
を
適
正
か
つ
透
明
に
維
持
す
る
責
務
を
負
う
地
位
に
あ
る
契
約
当
事
者
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
地
位
を
有
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
か
ら

退
出
さ
せ
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（
69
）

。

従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
は
、
当
事
者
間
に
契
約
上
の
債
権
債
務
が
発
生
し
、
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
申
込
と
承
諾
と
い

う
相
対
立
す
る
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
を
要
す
る
と
し
、
契
約
に
お
け
る
個
々
人
の
意
思
を
重
視
し
て
き
た

（
70
）

。
し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
化
さ

れ
た
市
場
で
の
取
引
の
よ
う
に
、
取
引
の
中
に
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数
人
の
当
事
者
間
で
、
各
当
事
者
の
固
有
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約

を
個
別
に
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
表
示
の
合
致
が
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
一
つ
の
社

会
的
・
経
済
的
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
け
る
提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、

Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
利
用
契
約
を
前
提
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
構
築
さ
れ
る
多
面
的
契
約
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
に
あ
っ
て
は
、
契
約
の
法

律
関
係
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
基
づ
く
当
事
者
間
の
合
意
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
、
実
態
に
即
し
た
適
切
な
処
理
を
導
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
々
の
契
約
に
分
解
し
、
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
多
角
の
視
点
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
必
要
で
あ
る

（
71
）

。

Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
く
は
、
購
入
者
か
ら
提
供
者
に
対
し
、
契
約
の
解
除
や
返
金
、
損
害
賠
償
と
い
っ
た
請
求
が
な
さ
れ
る

）
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四
四
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長
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三
三
九

が
、
購
入
者
が
提
供
者
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
す
る
と
き
、B

 to C

の
取
引
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
程
度
や
度
合
い
に
も
よ
る
が
、
提
供
者
の
背
後
に
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
にB

 to C
紛
争

と
い
う
形
で
紛
争
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
維
持
管
理
に
伴
っ
て
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る

い
は
、
抑
制
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
地
位
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑵
　
同
意
理
論
に
よ
る
契
約
関
係
の
規
律

契
約
上
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
の
開
設
に
よ
り
利
用
規
則
を
定
め
、
こ
れ
に
合
意
す
る
出

品
者
や
消
費
者
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
参
加
を
許
諾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
前
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
合
意
で
は
な
く
、
合

意
事
項
に
対
す
る
全
員
の
同
意
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｆ
の
取
引
参
加
者
の
全
員
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
間
に
は

契
約
上
の
債
権
債
務
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
72
）

、

そ
の
根
拠
は
漠
然
と
し
て
い
た
。
取
引
実
態
を
踏
ま
え
た
問
題
解
決
の
法
理
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
多
角
の
視
点
に
基
づ
く
同
意
理
論

は
有
用
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。

同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
関
係
は
、
契
約
を
相
対
す
る
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
と
し
て
当
事
者
を
対

立
構
造
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
対
し
て
当
事
者
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を

規
律
す
る
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
間
に
は
合
意
事
項
に
沿
っ
た
契
約
上
の
効
力
が
生
じ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
合
意
事
項
の
確
定

に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
趣
旨
や
目
的
、

契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
、
そ
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
。
個
々
の
当
事
者
が
も
つ
合
意
の
意
思
は
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込

）
三
四
四
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が
、
購
入
者
が
提
供
者
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
す
る
と
き
、B

 to C

の
取
引
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
程
度
や
度
合
い
に
も
よ
る
が
、
提
供
者
の
背
後
に
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
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の
間
にB

 to C
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争
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Ｆ
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Ｆ
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Ｆ
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す
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。

⑵
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Ｆ
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Ｆ
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Ｆ
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介
し
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加
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し
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い
る
。
こ
れ
は
、
従
前
の
伝
統
的
な
契
約
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論
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よ
る
合
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は
な
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、
合

意
事
項
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す
る
全
員
の
同
意
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｆ
の
取
引
参
加
者
の
全
員
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
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間
に
は

契
約
上
の
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権
債
務
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れ
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。
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さ
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（
72
）

、
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踏
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す
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す
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Ｆ
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す
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す
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す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
趣
旨
や
目
的
、
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三
四
〇

ま
れ
、
合
意
事
項
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個
別
契
約
と
は
別
に
、
多
数
当
事
者

に
よ
る
新
た
な
契
約
関
係
を
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
個
別
契
約
と
は
別
の
効
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
取
引
の
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
当
該
取
引
に
参
加
す
る
者
が
い
る
場
合
、
同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
合
意
事
項
に
対
す
る
参
加
者

の
同
意
に
よ
り
す
べ
て
の
当
事
者
間
に
契
約
の
効
力
が
生
じ
、
契
約
は
多
数
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
と
し
て
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
な
契
約
上
の
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る

（
73
）

。
従
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
や
契
約
の
趣
旨
・
目
的
な
ど

に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

⑶
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

多
角
の
視
点
、
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
管
理
運
用
す
る
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
か

ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市

場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
74
）

。

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
利
用
者
本
人
の
情
報
を
取
得
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
保
有
す
る
個
人
情
報
を
第
三

者
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
利
用
者
本
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

（
75
）

。
こ
の
よ
う
な
規
制
手
法
は
、
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
法

律
行
為
ベ
ー
ス
の
規
律
か
ら
組
織
な
い
し
ガ
バ
ナ
ン
ス
ベ
ー
ス
へ
の
規
律
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る

（
76
）

。
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
行
く
と
、
個

人
の
意
思
が
背
後
に
追
い
や
ら
れ
、
法
に
よ
る
行
動
制
御
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
や
そ
の
手
順
を
定
め
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
の

）
三
四
四
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三
四
一

設
計
（
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
）
に
置
き
換
わ
る
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う

（
77
）

。

次
に
、
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
ず
る
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
多
面
的
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任

を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
負
う
契
約
上
の
責
任
を
同
意
理
論
に
よ
り
求
め
る
場
合
、
民
法
が
定
め
る
連
帯
責
任
（
改

正
民
法
四
三
六
条
以
下
）
の
考
え
方
に
従
っ
て
紛
争
の
解
決
を
導
く
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
に
伴
っ
て
利
用
者
が
被
る
損

害
に
つ
き
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
関
与
す
る
程
度
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
取
引
か
ら
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
収
受
す
る
利
益
の
割
合
に

応
じ
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
上
の
デ
ジ
タ
ル
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
78
）

。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の

健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
な
る

（
79
）

。

４
　
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行
わ
れ
る
市
場
で
の
取
引
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
的
な
性
質
を
も
っ
て
お

り
、
多
角
の
視
点
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
発
展
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
従
来
に
は
な
か
っ
た
方
法
に
よ
る
利
用
者
へ
の
働
き
か
け
や
個
人
情

報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
り
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
も
増
大
し
て
き
て
い
る

（
80
）

。
多
角
の
視
点
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論

は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
す
る
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
従
来
の
伝
統
的
契
約

理
論
と
は
異
な
る
も
の
を
規
律
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
寡
占
的
支
配
が
生
じ
や
す

）
三
四
四
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い
と
い
う
理
由
で
一
律
に
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
価
値
の
連
鎖
に
配
慮
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
懸
念
事
項
に

つ
い
て
は
個
別
に
検
討
を
加
え
て
行
く
視
点
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
世
界
の
契
約
関
係
を
実
態
に
即
し
な

が
ら
、
適
正
か
つ
透
明
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
多
角
の
視
点
は
有
用
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
は
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（IoT

）
と
と
も
に
、
経
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
促
進
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
様
々

な
財
を
人
と
結
び
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
に
絶
え
ず
刻
々
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
可

能
と
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
多
く
の
契
約
や
取
引
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
を
介
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

に
置
き
換
え
ら
れ
、
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
契
約
、
す
な
わ
ち
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い

る
（
81
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
Ｐ
Ｆ
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
契
約
法
の
世
界
で
も
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
「
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
82
）

。
Ｐ
Ｆ
事
業

者
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に
よ
っ
て
契
約
当
事
者
が
予
期
し
た
内
容
で
な
い
も
の
が
契
約
と
し

て
実
行
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
損
害
を
被
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の

か
と
い
う
点
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
扱
う
テ
ー
マ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
問
題
点
の
指
摘
に
と

ど
め
る
こ
と
に
し
て
別
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い

（
83
）

。
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三
四
三

六
　
今
後
の
課
題
と
展
望

─
結
び
に
代
え
て

本
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行
わ
れ
る
市
場
で
の
取
引
に
つ
き
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
な
が

ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
ど
の
よ
う
な
規
律
に
服
し
、
い
か
な
る
内
容
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
検
討
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
よ
り
、
政
府
や
規
制
当
局
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
し
て
取
引
条
件
な
ど
の
開

示
や
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
透
明
性
や
公
正
性
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
公
法
的
な
規
制
で
あ
り
、
私
法
上
の
取
引
関
係
を
規
律

す
る
も
の
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
利
用
者
を
増
や
し
、
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
成
長
す
る
。
従
来
の
直
線
的
な
ビ
ジ

ネ
ス
の
よ
う
に
生
産
手
段
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
利
用
者
を
結
び
つ
け
る
手
段
に
よ
っ
て
市
場
支
配
力
を
構
築
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
政
府
が
大
枠
を
示
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
自
律
的
に
取
引

環
境
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
行
く
形
で
の
ル
ー
ル
の
整
備
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
私
法
的
な
規
律
と
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
中
心
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
的

な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
、
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う

な
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
が
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
こ
れ
を
排
除

し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
多
角
の
視
点
、
お
よ
び
こ

れ
に
基
礎
を
お
く
同
意
理
論
か
ら
十
分
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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法
学
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八
十
七
巻
第
二
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二
〇
二
一
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九
月
）

三
四
四

Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
締
結
さ
れ
る
提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、
単
純
な
二
当
事
者
間
の
契
約
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ

事
業
者
を
含
む
多
面
的
契
約
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
特
質
に
鑑
み
る
と
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
は
、
多
角
の
視

点
に
立
っ
て
、
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
を
面
で
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
面
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
多
面
性

市
場
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
基
づ
き
、
そ
の
市
場
の
も
と
で
取
引
に
関
与
す
る
当
事
者
の
結
び
つ
き
や
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
の
強
弱
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
関
係
当
事
者
間
に
ど
の
よ
う
な
権
利
義
務
が
生
じ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る

（
84
）

。

具
体
的
に
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任

範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な

い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
契
約
上
の
責
任
を

負
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
紛
争
に
お
い
て
利
用
者
に
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ

事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
に
関
与
す
る
程
度
と
割
合
、
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
享
受
す
る
利
益
に
応
じ
て
、
加
害
者
と
並
ん
で
賠
償
責
任
を
負
担

す
る
関
係
（
い
わ
ゆ
る
デ
ジ
タ
ル
連
帯
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の

Ｐ
Ｆ
の
健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
な
進
歩
の
果
実
を
利
用

者
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
私
法
上
の
規
律
の
方
法
や
内
容
を
、
契
約
類
型
ご
と
に
、
か
つ
、
対
象
と
な
る
目
的
物
に
即
し
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三
四
五

な
が
ら
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
議
論
は
、
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
市
場
を
舞

台
に
、
国
境
を
越
え
て
行
う
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
と
く
に
、
近
年
、
多
く
の
国
で
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
が
顕
著
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
一
国
だ
け
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

り
（
85
）

、
諸
外
国
の
動
向
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
86
）

。
こ
の
点
を
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
1
） 

小
田
切
宏
之
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
競
争
政
策
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
一
九
八
頁
。
日
本
に
お
け
る
情
報
化
の

進
展
と
政
策
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
つ
い
て
、
西
谷
敏
「
日
本
に
お
け
る
情
報
化
社
会
と
法
」
松
本
博
之
ほ
か
編
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
情
報
化
社

会
と
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
九
頁
以
下
。

（
2
） 

松
原
義
明
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
3
） 

武
田
邦
宣
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
支
配
力
分
析
─
Ｓ
Ｎ
Ｓ
事
業
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
統
合
事
例
─
」
公

正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
頁
、
ロ
ー
ル
・
ク
レ
ア
・
レ
イ
エ
、
ブ
ノ
ワ
・
レ
イ
エ
／
根
来
龍
之
監
修
、
門
脇
弘
典
訳
『
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー

　
勝
利
の
法
則
』（
日
本
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
七
頁
。

（
4
） 

経
済
産
業
省
編
『
通
算
白
書
』（
勝
美
印
刷
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

（
5
） 

総
務
省
編
『
令
和
元
年
版

　
情
報
通
信
白
書
』（
日
経
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
一
九
年
）
六
七
頁
は
、
主
な
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
を
、
広
告
・
検
索
、
電
子
商
取
引
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ア
プ
リ
、
端
末
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
小
売
の
四
つ
の
分
野
に
分
類
し
、
紹
介
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
ビ

ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
企
業
が
本
社
を
置
く
数
を
国
別
に
み
る
と
、
中
国
が
も
っ
と
も
多
い
。
ア
レ
ッ
ク
ス
・
モ
サ
ド
＝
ニ
コ
ラ
ス
・
Ｌ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
革
命
』（
英
治
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
五
頁
以
下
、
山
谷
剛
史
「
西
側
先
進
国
と
異
な
る
価
値
観
の
新
興
国
」
出

井
伸
之
（
監
修
）『
進
化
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
七
頁
以
下
。
詳
し
く
は
、
山
崎
憲
ほ
か
『
諸
外
国
の

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
五

な
が
ら
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
議
論
は
、
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
市
場
を
舞

台
に
、
国
境
を
越
え
て
行
う
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
と
く
に
、
近
年
、
多
く
の
国
で
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
が
顕
著
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
一
国
だ
け
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

り
（
85
）

、
諸
外
国
の
動
向
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
86
）

。
こ
の
点
を
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
1
） 

小
田
切
宏
之
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
競
争
政
策
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
一
九
八
頁
。
日
本
に
お
け
る
情
報
化
の

進
展
と
政
策
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
つ
い
て
、
西
谷
敏
「
日
本
に
お
け
る
情
報
化
社
会
と
法
」
松
本
博
之
ほ
か
編
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
情
報
化
社

会
と
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
九
頁
以
下
。

（
2
） 

松
原
義
明
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
3
） 

武
田
邦
宣
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
支
配
力
分
析
─
Ｓ
Ｎ
Ｓ
事
業
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
統
合
事
例
─
」
公

正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
頁
、
ロ
ー
ル
・
ク
レ
ア
・
レ
イ
エ
、
ブ
ノ
ワ
・
レ
イ
エ
／
根
来
龍
之
監
修
、
門
脇
弘
典
訳
『
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー

　
勝
利
の
法
則
』（
日
本
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
七
頁
。

（
4
） 

経
済
産
業
省
編
『
通
算
白
書
』（
勝
美
印
刷
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

（
5
） 

総
務
省
編
『
令
和
元
年
版

　
情
報
通
信
白
書
』（
日
経
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
一
九
年
）
六
七
頁
は
、
主
な
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
を
、
広
告
・
検
索
、
電
子
商
取
引
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ア
プ
リ
、
端
末
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
小
売
の
四
つ
の
分
野
に
分
類
し
、
紹
介
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
ビ

ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
企
業
が
本
社
を
置
く
数
を
国
別
に
み
る
と
、
中
国
が
も
っ
と
も
多
い
。
ア
レ
ッ
ク
ス
・
モ
サ
ド
＝
ニ
コ
ラ
ス
・
Ｌ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
革
命
』（
英
治
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
五
頁
以
下
、
山
谷
剛
史
「
西
側
先
進
国
と
異
な
る
価
値
観
の
新
興
国
」
出

井
伸
之
（
監
修
）『
進
化
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
七
頁
以
下
。
詳
し
く
は
、
山
崎
憲
ほ
か
『
諸
外
国
の

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
四
六

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
調
査
─
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
─
』〈JIL

P

海
外
労
働
情
報19-07

〉（
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
、
二
〇
一
九
年
）
九
頁
が
引
用
す
るP

eter C
. E

vans and A
nnabelle G

aw
er 

（January 2016

）. “T
h

e R
ise of th

e P
latform

 

E
n

terprise” 

（P
D

F

）. T
he C

enter for G
lobal E

nterprise. R
etrieved 15 M

arch 2018

参
照
。

（
6
） 
モ
サ
ド
＝
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
前
掲
注（
５
）四
九
頁
以
下
。

（
7
） 

齋
藤
浩
貴
ほ
か
『A

I

・IoT

・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
法
務
最
前
線
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
。
Ｐ
Ｆ
企
業
に
よ
っ
て
現
在
変

わ
り
つ
つ
あ
る
産
業
部
門
と
企
業
の
例
に
つ
き
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｇ
・
パ
ー
カ
ー
ほ
か
／
妹
尾
賢
一
郎
監
訳
・
渡
部
典
子
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
）・
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
頁
以
下
、
お
よ
び
、
同
書
二
二
頁
図
１
─
２
参
照
。

（
8
） O

rly L
obel, T

h
e L

aw
 of th

e P
latform

, 101 M
inn. L

. R
ev. 87, 94 

（2016

）
な
ど
。

（
9
） 

パ
ー
カ
ー
ほ
か
／
妹
尾
監
訳
・
渡
部
訳
・
前
掲
注（
７
）六
頁
、
一
〇
頁
。

（
10
） 

木
下
聡
子
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
を
め
ぐ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
と
利
用
の
実
情
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇

年
）
一
一
頁
以
下
。

（
11
） 

垣
内
秀
介
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
お
け
る
運
送
解
決
上
の
課
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
六
三
頁
以
下
、

六
五
頁
。

（
12
） 

〈
特
集
〉「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
問
題
─
プ
ロ
責
法
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
13
） 

シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
ズ
ボ
フ
「
人
々
を
監
視

　
稼
ぐ
Ｉ
Ｔ
企
業
」〈
特
集
〉「
動
揺
す
る
民
主
主
義
：
奔
流
デ
ジ
タ
ル
識
者
に
聞
く
」
二
〇
二
一
年
五

月
一
四
日
読
売
新
聞
朝
刊
。

（
14
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
内
容
に
つ
き
、
立
法
担
当
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
北
島
洋
介
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性

及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
金
法
二
一
四
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
六
頁
以
下
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
か
か
る
政
省
令
お
よ
び
指
針
の
概
要
」
金
法
二
一
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
二
頁
以

下
、
経
済
産
業
省
「
滴
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
向
け
た
論
点
」（
二
〇
二
〇
年

八
月
）。
こ
の
ほ
か
、
鹿
野
菜
穂
子
「
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
健
全
な
発
展
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
消
費
者
関
連
ル
ー
ル
の
形
成
」
現
代
消
費

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
七

者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
頁
以
下
。

（
15
） 

詳
細
は
、
板
倉
陽
一
郎
「
実
務
か
ら
み
た
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）

一
四
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
頁
─
二
八
頁
以
下
、
栗
田
昌
裕
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
個
人
情
報
の
保
護
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
四
頁
以
下
な
ど
。

（
16
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
と
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
17
） 

長
谷
川
貞
之
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
18
） 

原
田
大
樹
「
規
制
戦
略
か
ら
み
ら
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
四
二
頁
。

（
19
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
以
下
。

（
20
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
き
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
21
） 

多
角
の
視
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
条
率
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三

角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
年
）。

（
22
） 

曽
我
部
真
裕
ほ
か
『
情
報
法
概
説
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
七
五
頁
。
Ｐ
Ｆ
の
先
行
研
究
に
つ
き
、
溝
下
博
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ

ネ
ス
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
研
究
レ
ビ
ュ
ー
」
広
島
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
以
下
。
言
及
す
る
対
象
に

よ
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
が
指
し
示
す
対
象
は
異
な
る
。
林
秀
弥
「
二
面
市
場
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
：
そ
の
法
的
課
題
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
三
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
八
─
九
頁
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
定
義
を
集
め
て
整
理
し
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

（
23
） 

根
来
龍
之
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質
」
出
手
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）六
一
頁
以
下
、
七
四
頁
。

（
24
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）六
頁
、
板
倉
・
前
掲
注（
15
）一
四
頁
、
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼

（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
以
下
。

（
25
） 

栗
田
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
26
） 

マ
イ
ケ
ル
・
Ａ
・
ク
ス
マ
ノ
ほ
か
／
青
島
矢
一
監
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
は
、
Ｐ
Ｆ
を
定

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
七

者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
頁
以
下
。

（
15
） 

詳
細
は
、
板
倉
陽
一
郎
「
実
務
か
ら
み
た
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）

一
四
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
頁
─
二
八
頁
以
下
、
栗
田
昌
裕
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
個
人
情
報
の
保
護
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
四
頁
以
下
な
ど
。

（
16
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
と
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
17
） 

長
谷
川
貞
之
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
18
） 

原
田
大
樹
「
規
制
戦
略
か
ら
み
ら
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
四
二
頁
。

（
19
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
以
下
。

（
20
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
き
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
21
） 

多
角
の
視
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
条
率
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三

角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
年
）。

（
22
） 

曽
我
部
真
裕
ほ
か
『
情
報
法
概
説
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
七
五
頁
。
Ｐ
Ｆ
の
先
行
研
究
に
つ
き
、
溝
下
博
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ

ネ
ス
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
研
究
レ
ビ
ュ
ー
」
広
島
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
以
下
。
言
及
す
る
対
象
に

よ
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
が
指
し
示
す
対
象
は
異
な
る
。
林
秀
弥
「
二
面
市
場
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
：
そ
の
法
的
課
題
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
三
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
八
─
九
頁
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
定
義
を
集
め
て
整
理
し
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

（
23
） 

根
来
龍
之
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質
」
出
手
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）六
一
頁
以
下
、
七
四
頁
。

（
24
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）六
頁
、
板
倉
・
前
掲
注（
15
）一
四
頁
、
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼

（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
以
下
。

（
25
） 

栗
田
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
26
） 

マ
イ
ケ
ル
・
Ａ
・
ク
ス
マ
ノ
ほ
か
／
青
島
矢
一
監
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
は
、
Ｐ
Ｆ
を
定

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
四
八

義
し
て
、「
共
通
の
目
的
や
同
じ
資
源
を
共
有
す
る
た
め
に
、
個
人
や
組
織
を
結
合
す
る
も
の
」
と
い
う
。
同
書
の
解
題
と
内
容
の
紹
介
と
し
て
、

根
来
龍
之
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
取
引
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
違
い

─
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
着
眼
」
書
斎

の
窓
六
七
六
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
27
） 
小
見
志
郎
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
モ
デ
ル
の
競
争
戦
略
：
事
業
創
造
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
五
頁
。
初
期
の
研

究
に
つ
き
、
小
見
・
同
書
五
─
七
頁
参
照
。

（
28
） 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
マ
カ
フ
ィ
ー
、
エ
リ
ッ
ク
・
ブ
リ
ニ
ョ
ル
フ
リ
ン
／
村
井
章
子
（
訳
）『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
経
済
学
：
機
械

は
人
と
企
業
の
未
来
を
ど
う
変
え
る
か
？
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
三
頁
。
詳
し
く
は
、Joseph F

arell and G
arth S

aloner, 

S
an

d
ard

ization
, C

om
patibility, an

d
 In

n
ovation, 16 

（1

） R
and Journal of E

conom
ics 70-83 

（1985

）; M
ichael K

atz and C
arl 

S
hapiro, N

etw
ork E

xern
alities, C

om
petion

, an
d

 C
om

patibility, 75 

（3

） A
m

erican E
conom

ic R
eview

 424-40 

（1985

） 

な
ど
。

（
29
） 

林
・
前
掲
注（
24
）五
五
頁
以
下
。

（
30
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
七
頁
以
下
。

（
31
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
九
頁
、
一
六
二
頁
以
下
。

（
32
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
六
五
頁
、
一
七
五
頁
。
な
お
、
総
務
省
編
『
平
成
29
年
版

　
情
報
通
信
白
書
』（
日
経
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
一
七

年
）
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

飯
永
大
地
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
業
者
の
情
報
取
得
義
務
と
そ
の
実
務
」
中
里
実
ほ
か
『
デ
ジ
タ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
課
税
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
頁
以
下
は
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
め
ぐ
る
法
規
制
の
現
状
に
つ
い
て
、
各
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る

法
規
制
の
概
要
を
説
明
す
る
。

（
34
） Inara S

cott &
 E

lizabethe B
row

n, R
ed

efi
n

in
g an

d
 R

egu
latin

g th
e N

ew
 S

h
arin

g E
con

om
y, 19 U

. P
a. J. B

u
s. L

. 553, 554, 

566 

（2017

）.

（
35
） M

eaghan M
urphy, C

ities as th
e O

rigin
al S

h
arin

g P
latform

: R
egu

lation
 of th

e N
ew

 S
h

arin
g E

con
om

y, 12 J. B
us. &

 

T
ech. L

. 127, 128 

（2015

）. 

詳
し
く
は
、M

olly C
ohen &

 A
run S

andararajan,S
elf-R

egu
lation

 an
d

 In
n

ovation
 in

 th
e P

eer-to-P
eer 

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
九

S
h

arin
g E

con
om

y, 82 U
. C

hi. L
. R

es. D
ialogue 116, 124-25 

（2015

）; S
ofia R

anchordas, D
oes S

h
arin

g M
ean

 C
arin

g: 

R
egu

lation
 In

n
ovation

 in
 th

e S
h

arin
g E

con
om

y, 16 M
inn. J. S

ci. &
 T

ech. 412, 456 

（2015

）; T
O

M
 S

L
E

E
, W

H
A

T
’S

  Y
O

U
R

S
 

IS
 M

IN
E

: A
gainst the S

haring E
conom

y, S
cribe 2017, 23

な
ど
。
最
近
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
初
期
の
も
の
と
は
異
な
り
、

Ｐ
Ｆ
を
開
設
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
営
業
目
的
で
利
用
の
対
価
を
収
受
し
な
が
ら
運
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
長
谷

川
・
前
掲
注（
16
）一
七
二
頁
以
下
。

（
36
） 

増
島
雅
和
ほ
か
「『
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
の
論
点
整
理
」B

usiness L
aw

 Journal 

二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
八
七
頁
以
下
。

（
37
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
六
二
頁
以
下
、
一
七
二
頁
、
一
七
七
─
一
八
〇
頁
。
岡
田
淳
ほ
か
編
著
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
務
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
林
・
前
掲
注（
24
）五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
も
本
文
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
区
分
を
試
み
て
い
る
。

（
38
） 

す
で
に
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
九
頁
以
下
で
言
及
し
た
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、R

ob F
rieden, T

h
e In

tern
et of P

latform
s an

d
 

T
w

o-S
id

ed
 M

arkets: Im
plication

s for C
om

petition
 an

d
 C

on
su

m
ers, 63 V

ill. L
. R

ev. 269 

（2018

）; A
ntonio O

rti V
alejo, 

C
on

tractu
al R

elation
sh

ips in
 C

ollaborative E
con

om
y P

latform
s, 27 E

ur. R
ev. P

rivate L
. 995 

（2019

）
な
ど
。

（
39
） 

岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
36
）二
頁
。

（
40
） 

根
来
龍
之
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
教
科
書
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
〇
頁
。

（
41
） 

ク
ス
マ
ノ
／
青
島
監
訳
・
前
掲
注（
26
）四
七
頁
。

（
42
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
二
七
頁
な
ど
。

（
43
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
二
頁
、
白
石
忠
志
「
平
成
26
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
」
公
正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
頁
以

下
、
一
五
─
一
六
頁
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁
以
下
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、D

avis S
. E

vans and R
ichard S

chm
alensee, 

M
arkets w

ith
 T

w
o-S

id
ed

 P
latform

s, available at http://ssrn.com
/abstract=1094820 

（2008

）; D
avid S

. E
vans, M

u
ltisid

ed
 

P
latform

s, D
yn

am
ic C

om
petition

 an
d

 th
e A

ssessm
en

t of M
arket P

ow
er In

tern
et-B

ased
 F

irm
s, available at https://ssrn.com

/

abstract=2746095 

（2016

）
な
ど
参
照
。

（
44
） 

土
田
和
博
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
独
占
禁
止
法
・
総
論
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
四
頁
以
下
、
五
五
─
五
六
頁
。

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
九

S
h

arin
g E

con
om

y, 82 U
. C

hi. L
. R

es. D
ialogue 116, 124-25 

（2015

）; S
ofia R

anchordas, D
oes S

h
arin

g M
ean

 C
arin

g: 

R
egu

lation
 In

n
ovation

 in
 th

e S
h

arin
g E

con
om

y, 16 M
inn. J. S

ci. &
 T

ech. 412, 456 

（2015

）; T
O

M
 S

L
E

E
, W

H
A

T
’S

  Y
O

U
R

S
 

IS
 M

IN
E

: A
gainst the S

haring E
conom

y, S
cribe 2017, 23

な
ど
。
最
近
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
初
期
の
も
の
と
は
異
な
り
、

Ｐ
Ｆ
を
開
設
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
営
業
目
的
で
利
用
の
対
価
を
収
受
し
な
が
ら
運
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
長
谷

川
・
前
掲
注（
16
）一
七
二
頁
以
下
。

（
36
） 

増
島
雅
和
ほ
か
「『
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
の
論
点
整
理
」B

usiness L
aw

 Journal 

二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
八
七
頁
以
下
。

（
37
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
六
二
頁
以
下
、
一
七
二
頁
、
一
七
七
─
一
八
〇
頁
。
岡
田
淳
ほ
か
編
著
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
務
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
林
・
前
掲
注（
24
）五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
も
本
文
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
区
分
を
試
み
て
い
る
。

（
38
） 

す
で
に
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
九
頁
以
下
で
言
及
し
た
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、R

ob F
rieden, T

h
e In

tern
et of P

latform
s an

d
 

T
w

o-S
id

ed
 M

arkets: Im
plication

s for C
om

petition
 an

d
 C

on
su

m
ers, 63 V

ill. L
. R

ev. 269 

（2018

）; A
ntonio O

rti V
alejo, 

C
on

tractu
al R

elation
sh

ips in
 C

ollaborative E
con

om
y P

latform
s, 27 E

ur. R
ev. P

rivate L
. 995 

（2019

）
な
ど
。

（
39
） 

岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
36
）二
頁
。

（
40
） 

根
来
龍
之
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
教
科
書
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
〇
頁
。

（
41
） 

ク
ス
マ
ノ
／
青
島
監
訳
・
前
掲
注（
26
）四
七
頁
。

（
42
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
二
七
頁
な
ど
。

（
43
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
二
頁
、
白
石
忠
志
「
平
成
26
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
」
公
正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
頁
以

下
、
一
五
─
一
六
頁
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁
以
下
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、D

avis S
. E

vans and R
ichard S

chm
alensee, 

M
arkets w

ith
 T

w
o-S

id
ed

 P
latform

s, available at http://ssrn.com
/abstract=1094820 

（2008

）; D
avid S

. E
vans, M

u
ltisid

ed
 

P
latform

s, D
yn

am
ic C

om
petition

 an
d

 th
e A

ssessm
en

t of M
arket P

ow
er In

tern
et-B

ased
 F

irm
s, available at https://ssrn.com

/

abstract=2746095 

（2016

）
な
ど
参
照
。

（
44
） 

土
田
和
博
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
独
占
禁
止
法
・
総
論
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
四
頁
以
下
、
五
五
─
五
六
頁
。

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
〇

（
45
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
〇
頁
、
二
二
頁
。

（
46
） 

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
新
し
い
貨
幣
で
あ
り
、
石
油
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
武
田
・
前
掲
注（
３
）二
三
頁
。

（
47
） 
國
領
二
郎
「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
時
代
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
」
出
井
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）二
三
七
以
下
、
西
垣
通
『
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
人
工
知
能
』〈
中
公
新
書
〉（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
頁
以
下
。

（
48
） 

伊
永
大
輔
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
同
士
の
経
営
統
合
─Z

H
D

／L
IN

E

統
合
事
例
」
ジ
ュ
リ
一
五
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
）

九
三
頁
。

（
49
） 

土
田
・
前
掲
注（
44
）五
六
頁
、
齋
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
７
）一
二
五
頁
以
下
。

（
50
） 

詳
細
は
、
土
田
・
前
掲
注（
43
）五
六
頁
。

（
51
） 

米
村
慈
人
「
個
人
情
報
の
取
得
・
第
三
者
提
供
に
関
す
る
『
同
意
』
の
私
法
的
性
質
」
河
上
正
二
・
大
澤
彩
編
『
人
間
の
尊
厳
と
法
の
役
割
─

民
法
・
消
費
者
法
を
超
え
て
─
』〈
廣
瀬
久
和
先
生
古
稀
記
念
〉（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
二
一
頁
以
下
。

（
52
） 

森
亮
二
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
責
任
と
法
規
制
の
全
体
像
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
、
一
八
頁
以
下
。

（
53
） 

本
文
中
の
説
明
は
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
14
）二
六
頁
以
下
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
14
）三
二
頁
以
下
の
ほ
か
、
岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注

（
36
）一
九
六
頁
以
下
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
54
） https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senm
on_bunka/it_rikatuyou2/dai1/sankou2.pdf

（
55
） 

例
え
ば
、
経
済
産
業
省
「
第
四
次
産
業
革
命
に
向
け
た
横
断
的
制
度
研
究
会
報
告
」（https://w

w
w

.m
eti.go.jp/com

m
ittee/kenkyukai/

sansei/daiyoji_sangyo/pdf/report01_01.pdf

）、
同
「
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
事
業
者
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
速
報
」

（https://w
w

w
.m

eti.go.jp/press/2018/11/20181105005-5.pdf
）。

（
56
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/nom

o_info_service/gigital_platform
er/index.htm

l

（
57
） https://m

eti.go.jp/press/2018/12/20181218003.htm
l

（
58
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2019/12/20191219003/20191219003-2.pdf

（
59
） http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/m
iraitoshikaigi/

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
一

（
60
） https://w

w
w

.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191031_2htm
l

（
61
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2019/05/20190521004/20190521004.htm

l

（
62
） https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/digitalm
arket/kyosokaigi/index.htm

l

（
63
） 

林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼
（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
、
五
九
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
65
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
三
頁
。

（
66
） 

曽
我
部
ほ
か
・
前
掲
注（
22
）七
四
頁
。
詳
し
く
は
、
田
村
泰
一
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
戦
略
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
分
析
視
角
─
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
端
末
を
中
心
に
─
」
早
稲
田
国
際
経
営
研
究
四
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
67
） 

エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
経
済
主
体
の
複
雑
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
デ
ー
タ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
て
い
る
。D

ata-D
riven Innovation: B

ig D
ata for G

row
th and W

ello-B
eing, 

O
E

C
D

 

（2015

）.

ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
に
つ
き
、M

a
r

t
in F

r
a

n
s

M
a

n, t
h

e n
e

w
 iC

t
 e

C
o

s
y

s
t

e
M: Im

plication for 

P
olicy and R

egulation, C
am

bridge U
niv. P

ress, 2010, p.9.

（
68
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
規
制
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
18
）三
九
頁
以
下
が
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

（
69
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
70
） 

わ
が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承
諾

と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、

契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当

事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の

客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の

意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の

）
三
四
四
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五
一
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l

（
61
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（
63
） 
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼
（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
、
五
九
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
65
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
三
頁
。

（
66
） 

曽
我
部
ほ
か
・
前
掲
注（
22
）七
四
頁
。
詳
し
く
は
、
田
村
泰
一
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
戦
略
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
分
析
視
角
─
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
端
末
を
中
心
に
─
」
早
稲
田
国
際
経
営
研
究
四
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
67
） 

エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
経
済
主
体
の
複
雑
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
デ
ー
タ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
て
い
る
。D

ata-D
riven Innovation: B
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th and W
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eing, 

O
E

C
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（2015

）.

ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
に
つ
き
、M
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r

t
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（
68
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
規
制
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
18
）三
九
頁
以
下
が
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

（
69
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
70
） 

わ
が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承
諾

と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、

契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当

事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の

客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の

意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の

）
三
四
四
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
二

形
成
に
は
社
会
通
念
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
九
五
頁
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）七
二
頁
以
下
。
な
お
、
な
お
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と

法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る
か
？
─
契
約
と
社
会
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
二
七
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
（
後
に
、
有
斐
閣
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
単
行
書
と
し
て
刊
行
。
第
三
章
所
収
）
参
照
。

（
71
） 

中
舎
・
前
掲
注（
20
）六
三
頁
以
下
。
な
お
、
中
舎
寛
樹
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
合
意
論
と
多
数
当
事
者
間
契
約
論
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文

集
『
現
代
私
法
規
律
の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
72
） 

こ
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
、
鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
一
頁
。
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
の
特
質
と
解
決
方
法
に
つ
き
、
垣
内
秀
介
「
デ
ジ
タ

ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
お
け
る
紛
争
解
決
上
の
課
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
六
三
頁
以
下
。
最
近
の
論
考
で
Ｐ
Ｆ
事
業

者
の
私
法
上
の
責
任
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
森
・
前
掲
注（
47
）一
四
頁
以
下
、
同
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
責
任
に
関
す
る
近
時

の
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
四
頁
以
下
、
中
田
邦
博
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
と
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
鹿
野
菜
穂
子
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る

消
費
者
保
護
ル
ー
ル
（
上
）
─
若
干
の
各
論
的
考
察
─
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
14
）五
頁
以
下
、
田
中

志
津
子
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
）
の
責
任
」
沖
野
眞
巳
ほ
か
編
『
比
較
民
法
の
将
来
像
』〈
岡
孝
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
〉（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
四
五
七
頁
以
下
、
岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
36
）五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
が
、
多
角
の
視
点
や
こ
れ
に
基

づ
く
同
意
理
論
な
ど
の
理
論
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
73
） 

中
舎
・
前
掲
注（
20
）六
六
─
六
七
頁
、
八
七
頁
。

（
74
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
75
） 

学
説
に
は
、
私
法
上
の
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
構
築
を
試
み
る
見
解
が
あ
る
。
米
村
・
前
掲
注（
50
）三
二
一
頁
以
下
。

（
76
） 

山
本
龍
彦
「『
完
全
自
動
意
思
決
定
』
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
情
報
通
信
製
作
研
究
三
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
四
頁
。

（
77
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
九
三
─
一
九
七
頁
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
三
頁
以
下
、
六
六
─
六
七
頁
。

（
78
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）八
八
─
九
〇
頁
。

）
三
四
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
三

（
79
） 

林
秀
弥
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
二
面
市
場
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
九
頁
以
下
、
六
二
頁
。

（
80
） 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
と
裁
判
例
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
八
五
頁
以
下
。

（
81
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
て
お
り
、
Ｐ
Ｆ
に
実
装
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

を
用
い
て
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
二
頁
以
下
。

（
82
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
九
頁
以
下
。

（
83
） 

人
工
行
為
者
が
惹
起
す
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
自
律
的
な
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
に
法
人
格
を
付
与
す
べ
き
か
、
本
人
と

の
間
に
、
代
理
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
の
製
作
者
や
技
術
者
に
集
団
的
責
任
が
あ
る

か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、M

a
r

k C
h

in
e

n, L
a

w
 a

n
d a

u
t

o
n

o
M

o
u

s M
a

C
h

in
e

s: t
h

e C
o-e

v
o

L
u

t
io

n o
F L

e
g
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r
e

s
p
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n
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n

d t
e

C
h

n
o

L
o

g
y, E
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（2019

）
の
ほ
か
、
河
島
茂
生
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
著
『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
84
） 

と
り
わ
け
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
提
供
者
と
の
間
に
、
契
約
の
開
始
時
、
中
途
、
お
よ
び
終
了
時
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
生
じ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
田
和
博
「
不
当
な
取
引
制
限
の
基
本
的
論
点
と
現
代
的
論
点
」
公
正
取
引
八
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
頁

以
下
。

（
85
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
〇
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る

ル
ー
ル
形
成
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
以
下
。
な
お
、
林
英
也
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
国
際
的
ル
ー

ル
形
成
の
諸
相
─
い
わ
ゆ
る
『
一
国
二
制
度
』
問
題
と
デ
ー
タ
の
移
転
・
流
通
に
関
す
る
法
的
─
」E

xtcom

四
一
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下

参
照
。

（
86
） 

詳
し
く
は
、
藤
原
総
一
郎
ほ
か
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
（
上
）」N

B
L

1073

号
（
二
〇
一
六
年
）

一
八
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
比
較
法
的
考
察
─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
三

（
79
） 

林
秀
弥
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
二
面
市
場
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
九
頁
以
下
、
六
二
頁
。

（
80
） 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
と
裁
判
例
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
八
五
頁
以
下
。

（
81
） 
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
て
お
り
、
Ｐ
Ｆ
に
実
装
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

を
用
い
て
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
二
頁
以
下
。

（
82
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
九
頁
以
下
。

（
83
） 

人
工
行
為
者
が
惹
起
す
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
自
律
的
な
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
に
法
人
格
を
付
与
す
べ
き
か
、
本
人
と

の
間
に
、
代
理
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
の
製
作
者
や
技
術
者
に
集
団
的
責
任
が
あ
る

か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、M

a
r

k C
h

in
e

n, L
a

w
 a

n
d a

u
t

o
n

o
M

o
u
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a
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h
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（2019

）
の
ほ
か
、
河
島
茂
生
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
著
『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
84
） 

と
り
わ
け
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
提
供
者
と
の
間
に
、
契
約
の
開
始
時
、
中
途
、
お
よ
び
終
了
時
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
生
じ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
田
和
博
「
不
当
な
取
引
制
限
の
基
本
的
論
点
と
現
代
的
論
点
」
公
正
取
引
八
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
頁

以
下
。

（
85
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
〇
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る

ル
ー
ル
形
成
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
以
下
。
な
お
、
林
英
也
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
国
際
的
ル
ー

ル
形
成
の
諸
相
─
い
わ
ゆ
る
『
一
国
二
制
度
』
問
題
と
デ
ー
タ
の
移
転
・
流
通
に
関
す
る
法
的
─
」E

xtcom

四
一
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下

参
照
。

（
86
） 

詳
し
く
は
、
藤
原
総
一
郎
ほ
か
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
（
上
）」N

B
L

1073

号
（
二
〇
一
六
年
）

一
八
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
比
較
法
的
考
察
─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
四

─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
〇
頁
以
下
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
規
制
で
重
要
な
の
は
、「
Ｅ
Ｕ
消
費
者
保

護
準
則
の
実
効
性
強
化
及
び
現
代
化
に
関
す
る
指
令
（
Ｅ
Ｕ
）2019/2161

」（
以
下
、「
現
代
化
指
令
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
既
存
の

四
つ
の
指
令
が
改
正
さ
れ
、
Ｐ
Ｆ
規
制
に
関
す
る
規
定
が
消
費
者
権
利
指
令
お
よ
び
不
公
正
取
引
方
法
指
令
に
新
設
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
現

代
化
指
令
を
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
八
日
ま
で
に
国
内
法
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
の
規
制
に
関
し
て
改
革
が
進
ん
で
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
執
行
機
関
で
あ
る
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
、

二
つ
の
法
案
を
公
表
し
た
。
一
つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
案
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
案
」
で
あ
る
（
二
〇
二
〇
年
一
二

月
一
六
日
読
売
新
聞
な
ど
参
照
）。
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
案
は
、
公
平
な
競
争
条
件
を
担
保
さ
せ
る
狙
い
か
ら
、
自
社
製
品
に
よ
る
有
利
な
商
品
検
索

結
果
を
表
示
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
る
。
違
反
者
に
は
、
世
界
売
上
高
の
最
大
一
〇
％
の
制
裁
金
を
科
す
。
改
善
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
事
業
の
分
割
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
案
は
、
検
索
サ
イ
ト
や
通
販
サ
イ
ト
な
ど
を
運
営
す
る
企
業
に

対
し
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
テ
ロ
の
誘
発
な
ど
不
適
切
な
情
報
の
拡
散
防
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
偽
ブ
ラ
ン
ド
品
や
海
賊
版
な
ど
は
販
売
せ
ず
、

こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
を
削
除
す
る
な
ど
の
対
策
を
義
務
づ
け
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
行
動
や
好
み
を
分
析
し
、
ネ
ッ
ト
広
告
や
お
す
す
め
商
品
の

表
示
な
ど
に
活
用
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
計
算
手
順
）
が
広
告
表
示
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
説
明
や
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
違

反
者
に
は
、
世
界
売
上
高
の
最
大
六
％
の
制
裁
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
二
〇
二
二
年
度
中
の
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。

）
三
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
五

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益

松

　
　嶋

　
　隆

　
　弘

一
．
は
じ
め
に

先
般
、
最
高
裁
は
、
事
業
協
同
組
合
の
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
同
選
挙
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
後
任
理
事
又
は
監
事
を
選
出
す
る
後
行
の
選
挙
の
効
力
を
争
う
訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
後
行
の

選
挙
が
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益

は
消
滅
し
な
い
旨
判
示
す
る
に
至
っ
た
（
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
民
集
七
四
巻
六
号
一
五
五
七
頁
）。
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
関
連
条
文

は
、
ほ
ぼ
会
社
法
と
同
一
内
容
で
あ
る
の
で
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
射
程
は
、
広
く
株
式
会
社
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ

る
（
１
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
の
係
属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
が
す
べ
て

任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
取
締
役
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ

論
　
説

）
七
八
四
（


